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は
じ
め
に

『
大
日
本
史
料
　
第
十
一
編
』
は
、
二
〇
一
八
年
発
行
の
第
二
十
八
冊
よ
り
天
正

十
四
年
（
一
五
八
六
（
の
編
纂
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
そ
の
作
業
の
過
程
で
、
史

料
編
纂
所
（
以
下
、
本
所
（
所
蔵
「
島
津
家
本
」
の
う
ち
の
写
本
『
面
高
真
連
坊
頼

俊
日
（
1
（
記
』
に
、
天
正
十
四
年
三
～
四
月
の
記
事
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
（
以
下
、

頼
俊
が
書
い
た
日
記
を
「
頼
俊
日
記
」
と
呼
び
、
特
に
島
津
家
本
の
写
本
を
指
す
場

合
は
「『
日
記
』」
と
表
記
す
る
（。
頼
俊
は
薩
摩
島
津
氏
に
仕
え
る
修
験
者
で
、
天

正
十
四
年
に
は
使
者
と
し
て
安
芸
毛
利
氏
へ
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
同
年
六
月
二
日
に

は
、
彼
の
帰
国
が
遅
い
の
を
案
じ
る
島
津
重
臣
伊
集
院
忠
棟
の
書
状
が
作
成
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
二
〇
二
四
年
発
行
の
『
大
日
本
史
料
　
第
十
一
編
之
三
十
』
で
は
、

こ
の
忠
棟
書
状
を
も
と
に
天
正
十
四
年
六
月
二
日
条
を
立
て
、『
日
記
』
の
同
年
部

分
を
全
文
翻
刻
収
録
す
る
こ
と
に
し
た
。

た
だ
、『
日
記
』
に
は
『
第
十
一
編
之
三
十
』
収
録
分
の
ほ
か
に
も
、
天
正
十
～

十
一
年
の
記
事
も
あ
り
、
ま
た
編
纂
の
過
程
で
『
日
記
』
に
関
す
る
若
干
の
知
見
を

得
る
こ
と
も
で
き
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
日
記
』
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を

提
示
す
る
と
と
も
に
、
残
る
天
正
十
～
十
一
年
の
記
事
を
翻
刻
紹
介
し
た
い
。

頼
俊
に
つ
い
て

ま
ず
頼
俊
の
経
（
（
（
歴
だ
が
、
島
津
家
臣
の
家
伝
の
う
ち
比
較
的
成
立
が
早
い
と
み
ら

れ
る
『
諸
家
大
概
』
に
は
、
①
面
高
氏
は
肥
前
面
高
の
出
か
、
②
面
高
宥
泉
坊
の
子

が
真
連
坊
頼
俊
、
頼
俊
の
子
が
連
長
坊
、
③
も
と
は
薩
摩
市
来
に
い
た
、
④
島
津
氏

の
日
向
侵
攻
時
に
同
国
深
年
の
善
哉
坊
に
入
る
、
⑤
豊
臣
秀
吉
の
九
州
侵
攻
時
な
ど

に
使
僧
を
務
め
る
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
（
（
（

る
。

こ
の
う
ち
、
①
は
検
証
す
る
す
べ
が
な
い
が
、
ほ
か
は
あ
る
程
度
裏
付
け
が
取
れ

る
。
ま
ず
②
は
、
後
述
す
る
頼
俊
の
『
自
記
』
の
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
（
条
に

「
師
匠
宥
泉
坊
」、『
大
日
本
古
記
録
　
上
井
覚
兼
日
記
』（
以
下
、『
上
井
』（
天
正
十

四
年
正
月
四
日
条
に
「
弟
子
連
長
坊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宥
泉
坊
―
真
連
坊
―
連

長
坊
と
い
う
師
弟
関
係
が
確
認
で
き
、
こ
れ
が
親
子
関
係
で
も
あ
っ
た
可
能
性
は
あ

ろ
う
。

次
に
③
④
だ
が
、
や
は
り
頼
俊
の
『
自
記
』
を
参
照
す
る
と
、
永
禄
十
二
年
六
月

二
十
日
の
「
市
来
湊
を
出
船
申
候
」
に
始
ま
り
、
天
正
六
年
十
二
月
十
八
日
に
至
る

ま
で
、
彼
が
薩
摩
市
来
か
ら
使
者
と
し
て
出
発
し
た
こ
と
を
示
す
文
言
が
複
数
見
え

る
。
と
こ
ろ
が
同
八
年
十
月
十
六
日
の
記
事
で
は
、
頼
俊
は
日
向
宮
崎
の
上
井
覚
（
（
（
兼

の
肥
後
出
陣
に
同
行
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
彼
は
天
正
六
年
十
二
月
ま

で
は
市
来
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
八
年
十
月
ま
で
の
間
に
日
向
に
拠
点
を
移
し
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
彼
の
日
向
で
の
拠
点
が
善
哉
坊
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
史
料
か
ら

史
料
紹
介史

料
編
纂
所
所
蔵
島
津
家
本
『
面
高
真
連
坊
頼
俊
日
記
』
に
つ
い
て

畑

山

周

平
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確
定
で
き
る
。
ま
ず
『
高
岡
名
勝
志
』（
文
政
十
一
年
追
加
部
（
（
（

分
（
に
、
天
正
十
二

年
九
月
九
日
付
け
の
善
哉
坊
内
鎮
守
若
宮
八
幡
棟
札
写
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
「
願
主
当
寺
中
興
和
州
三
輪
山
同
行
真
連
坊
頼
俊
」
と
見
え
て
い
（
（
（

る
。
ま
た
現

在
、
宮
崎
県
国
富
町
深
年
寺
中
の
善
哉
坊
跡
地
に
は
、「
逆
修
　
當
寺
中
興
之
主
優

婆
塞
　
權
大
僧
都
頼
俊
真
連
坊
　
法
印
位
」（
表
（、「
于
時
天
正
十
五
丁
亥
暦
六
月

七
日
七
分
全
得
主
敬
白
」（
裏
（
の
銘
文
が
あ
る
逆
修
板
碑
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
（
7
（

る
。

以
上
か
ら
、
頼
俊
が
も
と
薩
摩
市
来
に
お
り
、
の
ち
に
日
向
善
哉
坊
に
移
っ
た
こ

と
は
事
実
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
移
動
の
時
期
は
天
正
六
年
十
二
月
か
ら

八
年
十
月
の
間
と
み
ら
れ
る
の
で
、『
諸
家
大
概
』
が
伝
え
る
島
津
氏
の
日
向
侵
攻

時
（
五
年
十
二
月
（
よ
り
は
遅
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

⑤
の
使
僧
と
し
て
の
活
動
も
、
本
人
の
『
自
記
』
に
詳
し
い
が
、
こ
こ
で
は
頼
俊

日
記
に
直
接
関
係
す
る
天
正
十
～
十
一
年
お
よ
び
十
三
～
十
四
年
の
活
動
を
、
同
時

代
史
料
た
る
『
上
井
』
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
十
一
年
二
月
二

十
四
日
条
に
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
善
哉
坊
」
＝
頼
俊
は
、
去
年
長
宗
我

部
元
親
や
足
利
義
昭
・
毛
利
輝
元
の
も
と
へ
赴
き
、
鹿
児
島
を
経
て
昨
日
帰
宅
、
こ

の
日
宮
崎
の
覚
兼
を
訪
れ
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
十
三
年
十
月
ご
ろ
か
ら
頼

俊
の
京
都
・
中
国
地
方
派
遣
が
計
画
さ
れ
て
お
（
8
（
り
、
十
四
年
正
月
四
日
条
に
よ
る

と
、
彼
は
前
年
の
う
ち
に
「
上
洛
」
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
同
年
六
月
十
六
日
条
か

ら
、「
中
國
」
に
行
っ
て
い
た
頼
俊
が
、
こ
の
こ
ろ
帰
国
し
た
こ
と
が
わ
か
（
9
（

る
。

最
後
に
、『
諸
家
大
概
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
頼
俊
の
生
没
年
に
つ
い
て

も
述
べ
て
お
く
と
、『
高
岡
名
勝
志
』（
文
政
七
年
作
成
部
分
（
善
哉
坊
の
項
に
は
元

和
五
年
（
一
六
一
九
（
四
月
九
日
没
と
あ
る
。
ま
た
『
高
岡
町
史
　
上
巻
』（
註

（
（
（
参
照
（
は
、
永
禄
九
年
に
二
十
四
歳
な
ど
と
、
頼
俊
の
年
齢
を
記
し
て
い

る
。
後
述
の
通
り
、
同
町
史
は
面
高
家
伝
来
史
料
を
参
照
し
て
書
か
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
、
こ
の
年
齢
情
報
も
何
ら
か
の
史
料
に
基
づ
く
も
の
と
思
し
い
。
こ
こ
か

ら
逆
算
す
る
と
、
頼
俊
は
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
（
生
ま
れ
と
な
る
。

さ
て
、
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頼
俊
が
実
は
日
記
を
書
い
て
お

り
（
頼
俊
日
記
（、
そ
の
写
本
と
し
て
島
津
家
本
の
『
日
記
』
が
現
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
頼
俊
日
記
の
諸
伝
本
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
よ
う
。

頼
俊
日
記
の
諸
伝
本

頼
俊
は
善
哉
坊
を
拠
点
と
し
た
た
め
、
そ
の
関
係
史
料
は
頼
俊
日
記
も
含
め
、
日

向
高
岡
の
善
哉
坊
な
い
し
面
高
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
鹿
児
島

藩
記
録
所
で
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
『
備
忘
抄
』
に
、
次
の
記
事
が
あ
（
10
（

る
。

一高岡善
哉
房
日
記
自
天
正
十
年
中
秋
至
同

十
一
年
四
月
廿
八
日
、

『
備
忘
抄
』
は
幕
末
の
編
纂
物
と
考
え
ら
れ
る
が
（
註
（
10
（
参
照
（、
そ
れ
以
前

に
記
録
所
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
古
い
情
報
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
可
能
性
も
あ
る

の
で
、
右
の
記
事
も
い
つ
の
時
点
で
の
情
報
な
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
で

も
こ
の
記
事
か
ら
は
、
江
戸
時
代
の
あ
る
時
期
に
、
頼
俊
日
記
が
高
岡
に
存
在
し
て

い
た
こ
と
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
『
高
岡
名
勝
志
』（
文
政
七
年
作
成

部
分
（
善
哉
坊
の
項
に
も
、「
真
連
坊
諸
所
江
差
越
、
御
奉
公
相
勤
候
日
記
有
之
候

得
共
、
事
長
ク
候
故
、
書
載
不
申
候
」
と
あ
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
、「
真
連
坊
諸

所
江
差
越
」
と
あ
り
、
頼
俊
の
活
動
が
多
数
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
頼
俊
日

記
で
は
な
く
後
述
の
『
自
記
』
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
備
忘
抄
』
の
記
事
か
ら
、
善
哉
坊
が
所
在
し
面
高
家
が
拠

点
と
し
た
高
岡
に
、
か
つ
て
頼
俊
日
記
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
伝

来
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
が
最
善
本
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
本
の
行
方
は
残

念
な
が
ら
判
然
と
し
な
い
。

頼
俊
日
記
の
う
ち
、
現
時
点
で
参
照
可
能
な
伝
本
は
、
島
津
家
本
『
日
記
』
の
み

で
あ
る
。
後
述
の
通
り
、
こ
れ
は
大
正
ご
ろ
に
活
動
し
た
坂
田
長
愛
の
蒐
集
本
を
写

し
た
も
の
で
、
坂
田
が
入
手
す
る
前
の
来
歴
は
不
明
、
か
つ
て
高
岡
に
あ
っ
た
最
善
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本
を
ど
の
程
度
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。

一
方
、
こ
れ
と
は
別
の
本
が
現
存
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
前

出
『
高
岡
町
史
　
上
巻
』（
註
（
（
（
参
照
（
に
、
頼
俊
日
記
の
天
正
十
年
十
月
一

～
四
日
条
が
引
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
字
句
に
島
津
家
本
『
日
記
』
と
多
少
の

異
同
が
あ
る
の
で
あ
る
。
同
町
史
は
ほ
か
に
も
「
面
高
家
譜
」
や
「
善
哉
坊
覚
書
」

な
ど
と
い
う
名
称
の
史
料
も
引
用
し
て
い
る
た
め
、
頼
俊
の
子
孫
に
伝
わ
っ
た
面
高

家
伝
来
史
料
を
参
照
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
同
町
史
所
引
の
頼
俊
日
記
の
ほ
う
が
、
島
津
家
本
『
日
記
』
よ
り
も
善
本
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
あ
る
い
は
こ
れ
が
、
か
つ
て
高
岡
に
あ
っ
た
最
善
本
そ
の
も
の

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
同
町
史
に
は
引
用
史
料
に
関
す
る
詳
し
い
情
報
が
書

か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ら
が
現
在
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
不
明
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
史
料
に
関
し
て
は
、
宮
崎
の
研
究
者
と
情
報
交
換
を
始
め
た
と

こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
「
再
発
見
」
に
向
け
た
取
り
組
み
を
続
け
て
い
き
た
い
。

島
津
家
本
『
日
記
』
に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
通
り
、
残
念
な
が
ら
島
津
家
本

『
日
記
』
は
良
質
な
伝
本
で
は
な
い
。
し
か
し
現
時
点
で
は
こ
れ
が
参
照
可
能
な
唯

一
の
伝
本
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
こ
こ
か
ら
最
大
限
の
情
報
を
引
き
出
し
て
い
く
努

力
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
以
下
、『
日
記
』
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
お
く
。

ま
ず
「
島
津
家
本
」
と
い
う
史
料
群
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
明
治
か
ら
昭
和
初

期
に
か
け
て
設
置
さ
れ
た
、
旧
鹿
児
島
藩
主
島
津
家
の
家
史
編
纂
機
関
、
公
爵
島
津

家
編
輯
所
が
蒐
集
・
作
成
し
た
史
料
群
で
あ
（
11
（
る
。
中
世
以
来
の
島
津
家
の
家
文
書
で

あ
る
国
宝
「
島
津
家
文
書
」
と
は
、
名
称
は
似
て
い
る
が
別
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
近

世
後
期
か
ら
近
代
の
写
本
が
主
体
を
な
し
て
い
る
。
一
見
、
中
世
史
研
究
者
な
ど
に

は
縁
遠
い
史
料
群
の
よ
う
だ
が
、
実
は
こ
れ
ら
の
写
本
の
中
に
は
、
古
い
時
代
の
情

報
を
含
ん
だ
も
の
も
多
く
あ
（
1（
（
り
、
専
門
と
す
る
時
代
に
関
係
な
く
、
様
々
な
研
究
者

が
活
用
し
て
い
く
べ
き
史
料
群
で
あ
る
。
本
所
で
は
「
東
京
大
学
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
構
築
事
（
1（
（
業
」
を
利
用
し
て
、
二
〇
二
二
年
度
か
ら
島
津
家
本
の
デ
ジ
タ
ル
化

に
着
手
し
、
本
所
「
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
通
し
て
順
次
画
像
公
開
を

進
め
て
い
（
1（
（

る
。『
日
記
』
の
画
像
も
す
で
に
公
開
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
と
合
わ
せ

て
参
照
さ
れ
た
い
。

『
日
記
』
の
書
誌
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
右
の
画
像
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、

簡
単
に
記
述
し
て
お
く
。
本
史
料
は
冊
子
一
冊
で
、
ま
ず
表
紙
と
内
表
紙
が
あ
り
、

続
い
て
、
柱
に
「
公
爵
島
津
家
編
輯
所
」
と
書
か
れ
た
罫
紙
三
十
五
枚
に
本
文
が
記

さ
れ
て
い
（
1（
（
る
。
次
に
甲
号
奥
（
1（
（
書
を
記
し
た
薄
紙
が
あ
り
、
最
後
に
裏
表
紙
が
付
い
て

い
る
。
本
文
の
書
体
は
ほ
と
ん
ど
楷
書
と
い
っ
て
よ
く
、
崩
し
書
き
や
続
け
書
き
に

さ
れ
て
い
る
の
は
ご
く
一
部
に
と
ど
ま
る
。
奥
書
に
よ
る
と
、
底
本
は
「
坂
田
長
愛

氏
所
蔵
写
本
一
冊
」、
謄
写
着
手
が
大
正
十
年
（
一
九
二
一
（
六
月
十
一
日
、
完
了

が
七
月
二
十
一
日
、
校
正
終
了
が
十
二
年
三
月
十
九
日
で
あ
る
。

つ
ま
り
『
日
記
』
は
、
大
正
期
に
楷
書
に
近
い
形
で
写
さ
れ
た
本
な
の
で
あ
り
、

原
態
を
と
ど
め
た
も
の
と
は
い
い
難
い
。
関
連
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
が
誤
写

の
多
さ
で
、
た
と
え
ば
『
第
十
一
編
之
三
十
』
収
録
分
の
天
正
十
四
年
四
月
八
日
条

「
永
に
て
堀
江
迄
被
送
候
」
は
、「
舟
」
を
崩
し
た
形
を
「
永
」
と
誤
認
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
同
年
三
月
十
二
日
条
の
「
昭
と
の
」
に
至
っ
て
は
、
当
初
正
し
く

「
昭
秀
」（
足
利
義
昭
の
臣
一
色
昭
秀
（
と
写
し
た
も
の
を
、
校
正
の
結
果
「
昭
と

の
」
と
し
て
し
ま
っ
て
い
（
17
（
る
。『
第
十
一
編
之
三
十
』
お
よ
び
本
稿
で
の
翻
刻
に
あ

た
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
校
訂
註
を
付
け
た
も
の
の
、
意
味
が
と
り
に
く
い
箇
所
も

残
っ
て
お
り
、
原
文
の
復
元
に
は
今
後
も
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、『
日
記
』
の
底
本
は
坂
田
長
愛
所
蔵
本
と
あ
る
。
坂
田
長
愛
（
一
八
七
〇

～
一
九
四
五
（
は
大
正
ご
ろ
の
島
津
家
編
輯
所
所
員
で
、
鹿
児
島
藩
に
関
す
る
史
料

蒐
集
や
著
作
執
筆
に
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
人
物
で
あ
（
18
（
る
。
管
見
の
範
囲
で
は
、
島

津
家
本
中
の
『
壱
岐
加
賀
守
年
代
覚
（
19
（
書
』
や
『
宝
光
寺
年
代
（
（0
（
記
』
も
、
坂
田
の
蔵
本
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を
写
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
彼
は
個
人
と
し
て
も
多
く
の
史
料
を
所
蔵
し
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
坂
田
の
蔵
本
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
は
わ
か
っ
て
い
な

い
た
め
、
坂
田
所
蔵
の
頼
俊
日
記
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
を

彼
が
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
の
か
は
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
島
津
家
本
『
日
記
』
は
原
態
を
と
ど
め
て
お
ら
ず
、
来
歴
に
も

不
明
点
が
多
く
、
良
質
な
伝
本
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
本
文
を
読
ん
で
み
る
と
、

そ
の
内
容
は
確
実
か
つ
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
伝
本
の
欠
点
を
差
し
引
い
て
も
、
今

後
活
用
し
て
い
く
べ
き
史
料
だ
と
い
え
る
。
以
下
、『
日
記
』
の
内
容
に
関
し
て
二

つ
検
討
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
確
実
性
・
貴
重
性
を
示
し
て
お
き
た
い
。

『
日
記
』
の
記
述
範
囲

ま
ず
、『
日
記
』
が
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
記

述
範
囲
を
検
討
し
て
み
た
い
。

『
日
記
』
は
「
天
正
十
年
中
秋
吉
祥
日
、
首
途
之
日
」
と
、
記
主
が
出
発
し
た
日

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、「
明
れ
ハ
」「
次
之
日
」
な
ど
、
日
に
ち
が
変
わ
っ

た
こ
と
を
示
す
文
言
が
八
回
見
え
、
次
い
で
「
廿
日
」
と
あ
る
の
で
、
逆
算
す
る
と

出
発
日
は
十
一
日
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
先
も
見
て
い
く
と
、
毎
日
記
事
が
あ
っ
て

日
に
ち
は
三
十
日
ま
で
進
み
、
そ
の
次
に
「
神
無
月
朔
日
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し

て
み
る
と
、
出
発
月
は
神
無
月
の
一
つ
前
の
九
月
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
出

発
の
年
月
日
＝
『
日
記
』
の
書
き
出
し
は
、
天
正
十
年
九
月
十
一
日
と
な
（
（1
（

る
。

そ
の
後
は
ほ
ぼ
毎
日
の
記
事
が
あ
っ
て
十
二
月
三
十
日
に
至
り
、
次
い
で
「
天
正

十
一
年
正
月
朔
日
」
と
記
さ
れ
、
二
月
二
十
一
日
ま
で
記
事
が
続
い
て
い
く
。
こ
の

間
の
記
主
の
行
動
の
概
略
を
述
べ
る
と
、
日
向
を
出
発
し
、
土
佐
に
渡
っ
て
長
宗
我

部
元
親
に
会
い
、
四
国
を
縦
断
し
て
毛
利
領
国
に
渡
り
、
足
利
義
昭
や
毛
利
輝
元
ら

と
接
触
、
秋
月
氏
ら
の
勢
力
圏
を
経
て
二
月
十
一
日
に
鹿
児
島
に
到
着
し
、
同
月
二

十
一
日
に
日
向
に
帰
る
べ
く
鹿
児
島
を
発
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
に
『
上
井
』
に

よ
っ
て
確
認
し
た
、
当
時
の
頼
俊
の
動
き
と
一
致
し
て
い
る
。
以
上
の
天
正
十
年
九

月
十
一
日
か
ら
十
一
年
二
月
二
十
一
日
ま
で
の
記
事
が
、
本
稿
で
翻
刻
す
る
箇
所
で

あ
り
、
こ
れ
を
仮
に
第
一
部
と
呼
ん
で
お
く
。

さ
て
、『
日
記
』
は
十
一
年
二
月
二
十
一
日
の
記
事
の
後
、
丁
を
改
め
て
、「
三
月

十
日
、
晩
景
、
布
施
殿
江
御
禮
申
候
」
と
再
び
記
述
が
始
ま
り
、
四
月
三
十
日
ま
で

ほ
ぼ
毎
日
の
記
事
が
続
き
、
同
日
の
途
中
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
が
『
第
十
一
編

之
三
十
』
に
収
録
し
た
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
を
第
二
部
と
し
て
お
く
。

第
一
部
が
十
一
年
二
月
二
十
一
日
で
終
わ
り
、
第
二
部
が
三
月
十
日
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
た
め
、
一
見
、
第
二
部
も
十
一
年
の
記
事
の
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
先
に

見
た
『
備
忘
抄
』
は
、「
善
哉
房
日
記
」
の
記
述
範
囲
を
「
自
天
正
十
年
中
秋
至
同

十
一
年
四
月
廿
八
日
」
と
し
て
お
り
、
第
二
部
も
十
一
年
の
記
事
だ
と
判
断
し
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
島
津
家
本
『
日
記
』
の
表
紙
題
簽
に
「
自
天
正
十
年
九
月
至
同

十
一
年
四
月
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
島
津
家
編
輯
所
が
写
本
を
作
成
し
た
際
に
も
、

同
様
な
判
断
が
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
第
二
部
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
天
正
十
四
年
の
こ
と

を
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
年
次
に
関
わ
る
部
分
を
中
心
に
第
二
部

の
概
要
を
述
べ
る
と
、
記
主
は
三
月
十
日
時
点
で
足
利
義
昭
が
い
る
備
後
津
之
郷
に

お
り
、
十
四
日
に
義
昭
の
御
内
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
伊
予
に
渡
っ
て

四
月
六
日
に
湊
山
に
て
小
早
川
隆
景
に
会
い
、
八
日
に
は
井
上
春
忠
か
ら
大
坂
登
り

の
様
子
を
聞
い
て
い
る
。
次
い
で
安
芸
吉
田
に
赴
い
て
毛
利
輝
元
と
接
触
、
帰
国
の

途
に
つ
き
、
二
十
七
日
の
周
防
山
口
到
着
ま
で
足
跡
が
追
え
る
。

こ
の
う
ち
義
昭
御
内
書
は
、
天
正
十
四
年
に
比
定
で
き
る
三
月
十
四
日
付
け
の
も

の
が
あ
（
（（
（
り
、
大
坂
登
り
は
十
三
年
十
二
月
に
隆
景
ら
が
大
坂
に
赴
い
た
件
が
対
応

す
（
（（
（
る
。
特
に
決
定
的
な
の
は
隆
景
が
伊
予
湊
山
に
い
る
こ
と
で
、
彼
は
十
三
年
八
月

ご
ろ
に
伊
予
を
与
え
ら
れ
、
十
四
年
三
月
に
は
同
国
に
渡
っ
て
湊
山
城
の
普
請
を

行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
九
月
ご
ろ
に
は
九
州
に
向
け
て
出
陣
し
、
翌
十
五
年
も
戦
い
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を
続
け
、
六
月
に
伊
予
に
替
え
て
北
部
九
州
を
与
え
ら
れ
て
い
（
（（
（

る
。
よ
っ
て
、
四
月

に
隆
景
が
湊
山
に
い
る
と
い
う
状
況
は
、
十
四
年
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、『
日
記
』
の
記
述
範
囲
は
天
正
十
年
九
月
十
一
日
～
十
一

年
二
月
二
十
一
日
、
お
よ
び
十
四
年
三
月
十
日
～
四
月
三
十
（
（（
（

日
と
な
る
。
ま
た
検
討

の
過
程
で
、『
日
記
』
の
記
述
が
『
上
井
』
な
ど
の
同
時
代
史
料
と
一
致
す
る
こ
と

も
判
明
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
の
確
実
性
も
裏
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
『
日
記
』
に

は
、
頼
俊
が
足
利
義
昭
や
長
宗
我
部
氏
・
毛
利
氏
ら
の
も
と
に
赴
い
た
様
子
が
書
か

れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
本
史
料
が
、
天
正
十
年
代
の
西
国
の
外

交
・
交
通
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
よ
う
。

『
日
記
』
に
登
場
す
る
「
露
月
」
に
つ
い
て

次
に
、『
日
記
』
に
頻
出
す
る
「
露
月
」
な
る
人
物
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
れ
を

通
じ
て
本
史
料
の
重
要
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

露
月
は
、『
日
記
』
第
一
部
で
は
天
正
十
年
十
一
月
十
九
日
条
の
「
霜
月
」（「
露

月
」
の
誤
写
と
判
断
（
が
初
見
で
、
以
後
、
毛
利
輝
元
の
島
津
氏
へ
の
返
事
を
国
司

元
武
と
と
も
に
伝
え
る
な
ど
、
諸
事
を
取
り
計
ら
っ
て
い
る
（
（（
（

が
、
頼
俊
が
安
芸
吉
田

を
離
れ
た
後
は
見
え
な
く
な
る
。
次
い
で
第
二
部
で
は
、
十
四
年
三
月
十
六
日
に
頼

俊
が
吉
田
に
着
い
た
後
、
十
八
日
か
ら
露
月
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
、
伊
予
に

渡
っ
て
小
早
川
隆
景
と
の
間
を
斡
旋
し
た
り
、
吉
田
に
戻
っ
て
登
城
の
指
示
を
出
し

た
り
し
て
い
（
（7
（
る
。
四
月
十
四
日
に
は
国
司
元
武
・
露
月
と
頼
俊
が
相
互
に
入
魂
を
約

し
て
お
り
、
二
十
二
日
に
は
吉
田
を
発
つ
頼
俊
を
露
月
が
送
っ
て
い
る
。
以
上
か

ら
、
露
月
は
輝
元
の
配
下
で
吉
田
に
お
り
、
島
津
氏
の
使
僧
頼
俊
を
取
り
次
ぐ
役
割

を
果
た
し
た
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
、
毛
利
氏
と
島
津
氏
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
を
検
出

す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
が
、
露
月
は
俗
名
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
彼
は
法
体

の
人
物
と
推
測
さ
れ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、『
日
記
』
に
露
月
と
同
じ
よ
う
な
役

割
を
果
た
す
、
坊
号
の
人
物
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
「
五
戒
坊
」
で
あ
る
。
そ
の
初
出
は
十
年
十
一
月
十
日
条
で
、
こ
の
日
安

芸
吉
田
に
着
い
た
頼
俊
に
対
応
し
、
以
降
十
三
・
十
六
日
を
除
い
て
、
十
八
日
ま
で

毎
日
『
日
記
』
に
現
れ
る
。
特
に
十
八
日
は
、
頼
俊
が
五
戒
坊
・
国
司
元
武
と
内
談

し
て
吉
川
元
春
へ
の
書
状
を
調
え
て
お
り
、
元
武
と
セ
ッ
ト
で
現
れ
る
点
で
も
露
月

と
共
通
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
五
戒
坊
は
こ
の
日
を
最
後
に
『
日
記
』
か
ら
姿
を

消
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
翌
十
九
日
か
ら
、
露
月
が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
五
戒
坊
と
露
月
は
同
一
人
物
な
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
頼
俊
は
当
初
こ
の
人
物
を
五
戒

坊
と
呼
ん
で
い
た
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
こ
れ
を
改
め
、
途
中
か
ら
露
月
と
呼
ぶ
こ

と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
仮
説
は
、
ほ
か
の
史
料
か
ら
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
天
正
十
四

年
に
比
定
で
き
る
七
月
十
四
日
付
け
の
毛
利
輝
元
書
（
（8
（
状
に
、「
薩
摩
へ
遣
候
日
向
入

道
露
月
も
、
未
の
ほ
ら
す
候
」
と
あ
り
、
こ
れ
以
前
に
輝
元
か
ら
島
津
義
久
の
も
と

へ
日
向
入
道
露
月
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
同
年
に
比
定
で
き

る
七
月
付
け
（
日
に
ち
は
欠
く
（
の
輝
元
あ
て
義
久
書
状
（
（9
（

案
に
は
、「
猶
委
細
之

段
、
五
戒
房
可
爲
演
説
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
義
久
か
ら
詳
細
を
聞
い
た
五
戒
房

が
、
輝
元
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
演
説
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

つ
ま
り
、
天
正
十
四
年
七
月
以
前
に
輝
元
か
ら
義
久
へ
日
向
入
道
露
月
が
遣
わ
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
同
月
に
は
義
久
か
ら
輝
元
の
も
と
へ
五
戒
房
が
行
く
予
定
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
実
を
突
き
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
露
月
と

五
戒
坊
は
同
一
人
物
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
日
向
入
道
露
月
＝
五
戒
坊
と
考
え
る
と
、
そ
の
人
物
像
は
さ
ら
に
豊
か
に

復
元
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
実
は
島
津
側
の
史
料
に
は
、
五
戒
坊
が
登
場
す
る

も
の
が
ほ
か
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
天
正
六
年
の
十
二
月
十
日
付
け
で
輝
元

ら
に
宛
て
て
作
ら
れ
た
義
久
書
状
（
（0
（
案
に
は
、「
猶
五
戒
坊
可
爲
演
説
候
」
な
ど
の
文
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言
が
見
え
る
。
ま
た
『
上
井
』
に
よ
る
と
、
天
正
十
三
年
二
月
、
足
利
義
昭
の
上
使

の
案
内
者
と
し
て
「
毛
利
殿
使
僧
五
戒
坊
」
が
鹿
児
島
に
来
て
お
り
、
五
月
ま
で
滞

在
し
て
い
（
（1
（

る
。
つ
ま
り
五
戒
坊
＝
露
月
は
、
天
正
六
・
十
三
年
に
も
毛
利
―
島
津
間

の
使
者
を
務
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
先
に
見
た
十
四
年
七
月
ご
ろ
の
こ
と
も
含
め
る

と
、
少
な
く
と
も
三
度
は
両
者
の
間
を
往
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
島
津

氏
か
ら
の
使
僧
頼
俊
が
安
芸
吉
田
に
来
た
際
に
は
、
彼
は
そ
の
対
応
に
あ
た
っ
て
い

た
。
し
て
み
る
と
彼
は
、
毛
利
領
国
に
お
け
る
対
島
津
氏
の
実
務
担
当
者
の
よ
う
な

立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、
彼
の
呼
ば
れ
方
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
と
、
義
久
書
状
案
や
『
上
井
』

で
は
、
彼
は
五
戒
坊
と
呼
ば
れ
て
い
た
。『
日
記
』
で
も
当
初
は
五
戒
坊
と
表
記
さ

れ
て
い
た
の
で
、
島
津
側
で
は
彼
を
五
戒
坊
と
呼
ん
で
い
た
ら
し
い
。
一
方
毛
利
側

に
関
し
て
は
、
現
状
は
前
出
の
輝
元
書
状
し
か
材
料
が
な
い
が
、
そ
こ
に
は
「
日
向

入
道
露
月
」
と
あ
る
。
頼
俊
が
毛
利
領
国
に
滞
在
す
る
中
で
、『
日
記
』
内
で
の
表

記
を
露
月
と
改
め
た
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
毛
利
側
で
は
彼
を
露
月
と
呼
ぶ
の
が
普

通
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
呼
ば
れ
方
の
違
い
も
、
大
名
同
士
の
交

渉
を
担
う
と
い
う
、
五
戒
坊
＝
露
月
の
性
質
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
露
月
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
彼
に
関
し
て
は
『
日
記
』
の
記
述
が

基
盤
と
な
り
、
そ
こ
に
『
上
井
』
や
各
種
文
書
に
出
て
く
る
情
報
が
集
約
さ
れ
て
い

く
こ
と
で
、
人
物
像
が
鮮
明
に
復
元
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

も
、『
日
記
』
の
内
容
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
伝
本
に
は
欠
点
が
あ
る
も

の
の
、
や
は
り
『
日
記
』
は
今
後
活
用
し
て
い
く
べ
き
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

関
連
史
料
　『
面
高
連
長
坊
俊
信
自
記
』

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
の
中
で
も
度
々
言
及
し
て
き
た
が
、
頼
俊
日
記
に
深
く

関
係
す
る
史
料
と
し
て
『
面
高
連
長
坊
俊
信
自
記
』（
以
下
、『
自
記
』（
が
あ
る
の

で
、
最
後
に
そ
れ
に
つ
い
て
も
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
伝
本
だ
が
、
筆
者
が
実
見
で
き
て
い
る
の
は
、
①
本
所
所
蔵
島
津
家
本
『
群

書
合
輯
』
第
二
冊
所
収
（
（（
（
本
、
②
本
所
所
蔵
島
津
家
文
書
「
平
田
氏
蔵
書
」
中
の

写
（
（（
（

本
、
③
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
玉
里
文
庫
（
（（
（

本
の
三
点
で
、
②
と
③
は
ほ
ぼ

同
（
（（
（
文
、
①
は
内
容
は
同
じ
だ
が
誤
字
脱
字
が
多
い
。
こ
の
ほ
か
④
都
城
島
津
邸
所
蔵

『
山
田
有
長
雑
集
』
に
も
『
自
記
』
の
写
が
あ
る
よ
う
で
、『
鹿
児
島
県
史
料
　
名
越

時
敏
史
料
九
』
は
、
名
越
時
敏
著
の
①
を
底
本
に
、
②
～
④
を
勘
案
し
て
翻
刻
し
て

い
る
（
二
一
八
～
二
二
三
頁
（。
な
お
、
①
②
は
本
所
「
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
で
画
像
を
公
開
し
て
い
（
（（
（
る
。

『
名
越
時
敏
史
料
九
』
の
解
題
（
安
藤
保
氏
執
筆
（
が
す
で
に
言
及
し
て
い
る

が
、
②
の
冒
頭
に
は
「
本
書
高
岡
深
年
村
善
哉
坊
之
古
書
を
写
置
者
也
」
と
あ
る
の

で
、『
自
記
』
は
も
と
も
と
善
哉
坊
に
あ
っ
た
史
料
で
あ
る
。

ま
た
『
自
記
』
は
書
名
か
ら
、
頼
俊
の
弟
子
連
長
坊
の
著
作
の
よ
う
に
も
み
え
る

が
、
や
は
り
『
名
越
時
敏
史
料
九
』
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
そ
の
記
主
は
頼
俊
本

人
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
自
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
（
（7
（
る
。

一 

、
天
正
十
三
乙
酉
、
京
都
へ
可
被
差
登
由
、
被
仰
付
候
條
、
霜
月
十
二
日
ニ
罷

立
候
て
、
か
こ
し
ま
へ
參
上
申
候
、
○
中

略

御
談
合
相
替
り
、
鎌
田
刑（政
廣
（部左
衞

門
尉
殿
被
成
御
上
洛
候
、
拙
者
ハ
中
國
へ
御
用
之
儀
多
候
て
、
被
差
登
候
、

○
中

略

六
月
十
一
日
、
漸
鹿
兒
島
へ
被
罷
遣
候
、
○
下

略

記
主
は
京
都
へ
の
派
遣
を
命
じ
ら
れ
、
天
正
十
三
年
十
一
月
に
鹿
児
島
に
赴
い
た

が
、
計
画
が
変
わ
っ
て
鎌
田
政
広
が
上
洛
す
る
こ
と
と
な
り
、
記
主
は
中
国
地
方
に

行
っ
て
翌
年
六
月
十
一
日
に
鹿
児
島
に
帰
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
先
に
『
上
井
』
や
『
日
記
』
に
よ
っ
て
確
認
し
た
頼
俊
の
動
き
と
一
致
し
て
い

る
。
一
方
連
長
坊
は
、
十
四
年
正
月
四
日
に
宮
崎
の
上
井
覚
兼
の
も
と
を
訪
れ
て
お

り
（『
上
井
』
同
日
条
（、
当
時
は
在
国
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、『
自
記
』
の
記

主
は
頼
俊
だ
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
弟
子
連
長
坊
で
は
あ
り
え
な
い
。

さ
て
『
自
記
』
の
内
容
だ
が
、
こ
れ
は
頼
俊
本
人
が
自
ら
の
功
績
を
書
き
上
げ
た



史料編纂所所蔵島津家本『面高真連坊頼俊日記』について（畑山）（1（（）

も
の
で
あ
り
、
永
禄
四
年
か
ら
慶
長
五
年
ま
で
の
活
動
が
多
数
記
さ
れ
、
九
州
の
諸

領
主
や
豊
臣
家
・
徳
川
家
な
ど
と
の
交
渉
に
活
躍
し
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。『
日
記
』
の
記
述
範
囲
と
重
な
る
天
正
十
～
十
一
年
お
よ
び
十
四
年
の
記
事

も
あ
る
の
（
（8
（

で
、
両
者
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
戦
国
期
に
お
け
る
使
僧
の
活

動
を
具
体
的
に
解
明
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

註（
1
（
請
求
記
号
：
島
津
家
本
―
さ
Ⅱ
―
三
―
一
〇
四
。

（
（
（
『
高
岡
町
史
　
上
巻
』（
同
町
、
一
九
八
七
年
（
第
四
章
第
六
節
「
島
津
義
久
の
使

僧
、
面
高
頼
俊
」、
根
井
浄
『
修
験
道
と
キ
リ
シ
タ
ン
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
八

年
（
二
〇
六
頁
～
、
永
松
敦
「
島
津
義
久
と
修
験
道
」（『
西
南
地
域
史
研
究
』
九
、

一
九
九
四
年
（、
西
光
三
「
面
高
頼
俊
」（
日
本
史
史
料
研
究
会
編
『
戦
国
僧
侶
列

伝
』
星
海
社
、
二
〇
一
八
年
（
な
ど
に
も
概
説
が
あ
る
が
、
信
憑
性
の
高
い
史
料
を

軸
に
再
整
理
す
る
。

（
（
（
『
鹿
児
島
県
史
料
集
　
六
』
一
八
～
一
九
頁
。『
諸
家
大
概
』
は
、
延
宝
三
年
（
一

六
七
五
（
成
立
の
『
御
家
中
諸
家
大
概
』
を
増
補
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
林
匡
「
薩
摩
藩
文
書
奉
行
及
び
初
期
の
記
録
奉
行
に
つ
い
て
」『
鹿
児
島
史
学
』
五

二
、
二
〇
〇
七
年
な
ど
（。
面
高
家
の
伝
の
増
補
時
期
は
不
明
だ
が
、
早
け
れ
ば
十

七
世
紀
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
か
。

（
（
（
覚
兼
は
天
正
八
年
八
月
十
一
日
付
け
の
島
津
義
久
判
物
（『
鹿
児
島
県
史
料
　
旧

記
雑
録
』（
以
下
、『
旧
記
』（
後
編
一
―
一
一
五
五
（
で
日
向
海
江
田
を
与
え
ら
れ

て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
宮
崎
に
移
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（
（
宮
崎
市
天
ケ
城
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
史
料
、
本
所
ボ
ー
ン
デ
ジ
タ
ルBD

（0（（-
011（00

。
本
史
料
は
、
鹿
児
島
藩
に
よ
る
地
誌
編
纂
事
業
の
材
料
と
し
て
、
同
藩
領

の
日
向
高
岡
郷
が
作
成
し
た
も
の
で
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
（
作
成
部
分
と
、

同
十
一
年
追
加
部
分
か
ら
な
る
。
善
哉
坊
は
、
こ
の
高
岡
郷
内
に
所
在
し
て
い
た
。

（
（
（
な
お
『
高
岡
名
勝
志
』（
文
政
七
年
作
成
部
分
（
善
哉
坊
の
項
に
は
、
天
正
六
年

正
月
二
十
八
日
付
け
の
熊
野
権
現
棟
札
裏
書
が
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
當
時
（
マ
ヽ
（中

興
之
主
和
州
内
山
三
輪
山
両
寺
同
行
逆
峯
修
行
数
度
眞
連
坊
頼
俊
・
同
連
長
坊
俊

恵
」
と
あ
る
。
た
だ
こ
の
裏
書
写
に
は
、
天
正
十
五
年
以
降
に
な
ら
な
い
と
現
れ
な

い
は
ず
の
「（
島
津
（
義
弘
」
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
（
六
年
で
あ
れ
ば
、
彼
は

「
忠
平
」
を
名
乗
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
（。
そ
の
た
め
、
こ
の
裏
書
写
に
は
何
ら
か

の
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
本
稿
で
は
考
証
の
材
料
と
し
て
採
用
し

な
い
。

（
7
（
『
国
富
町
郷
土
史
　
上
巻
』（
同
町
、
二
〇
〇
一
年
（
二
六
三
頁
な
ど
。
銘
文
は
板

碑
を
実
見
し
校
訂
し
た
。

（
8
（
『
上
井
』
天
正
十
三
年
十
月
十
八
・
二
十
二
・
二
十
三
日
、
十
一
月
八
日
条
。

（
9
（
こ
の
時
期
に
関
し
て
は
、「
眞
連
坊
」
が
見
え
る
文
書
も
多
く
残
っ
て
い
る
。（
天

正
十
三
年
（
十
二
月
十
三
日
島
津
義
久
書
状
案
、（
同
十
四
年
（
正
月
二
十
五
日
毛

利
輝
元
書
状
、（
同
年
（
六
月
二
日
伊
集
院
忠
棟
書
状
案
（
以
上
は
『
大
日
本
史

料
』
の
当
該
日
に
収
録
（、
お
よ
び
（
同
年
（
五
月
十
一
日
小
早
川
隆
景
書
状
（
本

所
研
究
成
果
報
告
『
島
津
家
文
書
『
御
文
書
』
外
中
世
文
書
集
』
二
〇
二
四
年
、
二

九
頁
。https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/records/（0098（（

（。

（
10
（
『
鹿
児
島
県
史
料
　
記
録
所
史
料
二
』
備
忘
抄
二
二
六
。
本
史
料
の
性
格
に
つ
い

て
は
、『
記
録
所
史
料
二
』
の
解
題
（
五
味
克
夫
氏
執
筆
（
な
ど
を
参
照
。
文
久
四

年
（
一
八
六
四
（
の
文
書
写
を
含
み
、
伊
地
知
季
安
の
関
与
も
確
認
で
き
る
の
で
、

幕
末
の
編
纂
物
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
（
詳
細
は
朴
澤
直
秀
「「
島
津
家
本
」
の
構
成
と
形
成
過
程
」（『
東
京
大
学
史
料
編

纂
所
研
究
紀
要
』
八
、
一
九
九
八
年
（。

（
1（
（
た
と
え
ば
、
時
代
を
問
わ
ず
基
礎
史
料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
『
旧
記
雑
録
』

や
『
地
誌
備
考
』（
と
も
に
『
鹿
児
島
県
史
料
』
で
活
字
化
（
は
、
実
は
「
島
津
家

本
」
に
属
す
る
史
料
で
あ
る
。

（
1（
（https://w

w
w
.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/contents/archives-top/

overview

（
1（
（
デ
ジ
タ
ル
化
は
請
求
記
号
「
さ
Ⅰ
」
か
ら
番
号
順
に
進
め
る
の
を
基
本
と
し
、
並

行
し
て
『
日
記
』
の
よ
う
な
、
た
だ
ち
に
研
究
活
用
が
期
待
で
き
る
史
料
の
公
開
も

進
め
て
い
る
。

（
1（
（
内
表
紙
に
「
紙
數
三
十
六
枚
」
と
あ
る
の
は
、
内
表
紙
と
本
文
の
罫
紙
を
足
し
た

数
だ
ろ
う
。
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（
1（
（
前
註
（
11
（
朴
澤
論
文
一
二
五
頁
参
照
。

（
17
（
こ
の
点
、『
大
日
本
史
料
』
の
版
面
で
は
表
現
し
き
れ
な
か
っ
た
た
め
、
史
料
画

像
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
う
し
た
誤
写
の
多
さ
は
、
島
津
家
編
輯
所
の
実
態

を
探
る
手
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
同
所
で
は
写
本
作
成
に
専

門
家
を
起
用
し
な
か
っ
た
の
か
（
普
通
の
家
政
職
員
に
担
当
さ
せ
て
い
た
の
か
（、

あ
る
い
は
、
維
新
史
を
重
視
し
て
お
り
古
い
時
代
の
史
料
の
読
解
に
は
不
慣
れ
だ
っ

た
の
か
、
な
ど
と
い
っ
た
論
点
が
浮
上
し
て
こ
よ
う
。

（
18
（
詳
細
は
『
鹿
児
島
県
史
料
集
　
二
一
』
の
解
題
（
芳
即
正
氏
執
筆
（
を
参
照
。
彼

の
史
料
蒐
集
活
動
の
一
端
は
、
島
津
家
本
『
坂
田
長
愛
史
料
採
訪
日
誌
』（
請
求
記

号
：
島
津
家
本
―
さ
Ⅱ
―
三
―
二
〇
五
（
か
ら
う
か
が
え
る
。

（
19
（
請
求
記
号
：
島
津
家
本
―
さ
Ⅱ
―
三
―
一
〇
六
。
拙
稿
「
木
崎
原
の
戦
い
に
関
す

る
基
礎
的
研
究
」（
黒
嶋
敏
編
『
戦
国
合
戦
〈
大
敗
〉
の
歴
史
学
』
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
九
年
（。

（
（0
（
請
求
記
号
：
島
津
家
本
―
さ
Ⅱ
―
九
―
三
三
。
水
野
嶺
「
年
代
記
に
み
る
中
世
南

九
州
の
災
害
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
二
―
一
一
、
二
〇
二
一
年
（。

（
（1
（
こ
の
こ
と
は
島
津
家
編
輯
所
で
の
写
本
作
成
時
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、

『
日
記
』
の
表
紙
題
簽
に
は
「
自
天
正
十
年
九
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
『
大
日
本
史
料
』
天
正
十
四
年
三
月
十
四
日
条
。

（
（（
（
『
同
右
』
天
正
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
条
。

（
（（
（
光
成
準
治
『
小
早
川
隆
景
・
秀
秋
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
（
な
ど
。

（
（（
（
た
だ
し
、
一
つ
前
が
四
月
二
十
八
日
条
な
の
で
、
こ
の
三
十
日
は
誤
り
で
、
正
し

く
は
二
十
九
日
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（
（
『
日
記
』
天
正
十
年
十
一
月
二
十
七
・
二
十
九
日
、
十
二
月
十
五
日
条
な
ど
。

（
（7
（
『
日
記
』
天
正
十
四
年
四
月
六
・
十
三
日
条
な
ど
。

（
（8
（
『
大
日
本
史
料
』
天
正
十
四
年
七
月
十
二
日
条
。

（
（9
（
『
同
右
』
天
正
十
四
年
七
月
是
月
条
。

（
（0
（
輝
元
あ
て
が
『
大
日
本
古
文
書
　
島
津
家
文
書
』
一
四
二
三
、
吉
川
元
春
・
小
早

川
隆
景
あ
て
が
『
旧
記
』
後
編
一
―
一
〇
三
二
、
一
色
昭
秀
・
真
木
島
昭
光
あ
て
が

『
旧
記
』
後
編
一
―
一
〇
三
三
。

（
（1
（
『
上
井
』
天
正
十
三
年
二
月
九
・
二
十
・
二
十
四
日
、
五
月
二
日
条
。

（
（（
（
請
求
記
号
：
島
津
家
本
―
さ
Ⅰ
―
一
二
―
三
三
―
三
二
三
―
二
。

（
（（
（
請
求
記
号
：
島
津
家
文
書
―
五
二
―
一
―
一
六
。

（
（（
（
請
求
記
号
：T
Z0（（7

。

（
（（
（
③
は
奥
書
に
よ
る
と
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
（
作
成
の
比
較
的
新
し
い
写
本

で
あ
り
、
玉
里
文
庫
中
に
は
平
田
宗
高
所
蔵
本
を
写
し
た
史
料
が
複
数
あ
る
こ
と
も

考
慮
す
る
と
、
②
（
平
田
氏
蔵
書
（
を
底
本
に
し
て
作
ら
れ
た
の
が
③
、
と
い
う
関

係
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
平
田
宗
高
本
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
島
津
氏
関

係
史
料
研
究
の
課
題
」（
黒
嶋
敏
・
屋
良
健
一
郎
編
『
琉
球
史
料
学
の
船
出
』
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
七
年
（
で
も
若
干
言
及
し
た
。

（
（（
（
こ
の
ほ
か
、
前
出
『
備
忘
抄
』
に
は
、『
自
記
』
の
一
部
を
漢
文
化
し
た
史
料
が

収
め
ら
れ
て
い
る
（『
鹿
児
島
県
史
料
　
記
録
所
史
料
二
』
備
忘
抄
二
九
四
（。

（
（7
（
『
大
日
本
史
料
　
第
十
一
編
之
三
十
』
二
五
～
二
六
頁
参
照
。

（
（8
（
『
日
記
』
と
『
自
記
』
の
内
容
は
お
お
む
ね
整
合
し
て
い
る
が
、
両
者
で
日
に
ち

が
ず
れ
て
い
る
箇
所
も
若
干
あ
る
。
特
に
ず
れ
が
大
き
い
の
は
、
天
正
十
年
に
頼
俊

が
備
後
鞆
に
到
着
し
た
あ
た
り
で
、『
日
記
』
は
到
着
を
十
月
二
十
七
日
夜
か
ら
翌

日
未
明
の
こ
と
と
す
る
が
、『
自
記
』
は
十
一
月
二
日
朝
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

ず
れ
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
は
判
然
と
せ
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
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【 
翻
　
刻 

】

凡
例

一
、
本
稿
で
は
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
島
津
家
本
『
面
高
真
連
坊
頼
俊
日
記
』（
請
求

記
号
：
島
津
家
本
―
さ
Ⅱ
―
三
―
一
〇
四
（
の
冒
頭
か
ら
天
正
十
一
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
の
部
分
を
翻
刻
す
る
。
こ
れ
に
続
く
天
正
十
四
年
三
月
十
日
か
ら
四
月

三
十
日
ま
で
の
部
分
は
、『
大
日
本
史
料
　
第
十
一
編
之
三
十
』
一
六
～
二
五
頁

に
翻
刻
し
て
あ
る
の
で
、
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
字
体
・
分
註
な
ど
の
体
裁
は
、
極
力
『
大
日
本
史
料
　
第
十
一
編
之
三
十
』
に

揃
え
た
。
た
だ
し
印
字
の
都
合
上
、
一
部
の
文
字
は
常
用
字
体
と
し
、
変
体
仮
名

「
は
」「
に
」「
と
」「
え
」
は
「
ハ
」「
ニ
」「
与
」「
江
」
で
代
用
し
た
。

「（
表
紙
題
簽
（

面
高
眞
蓮
坊
賴
俊
日
記
自
天
正
十
年
九
月

至
同
十
一
年
四
月
　
全
」

「（
内
表
紙
（

　
　
　
　（
紙
數
三
十
六
枚
（

面
高
眞
蓮
坊
賴
俊
日
記
」
○
書
名
ノ
部
分
ニ
、「
公
爵
島
津
家
編

輯
所
圖
書
之
印
」
朱
印
一
顆
ヲ
捺
ス
、

天
正
十
年
中（九
月
十
一
日
カ
（

秋
吉
祥
日
、
首
途
之
日
、
宮（日
向
（崎へ
祗
候
申
、
勢（上
井
覺
兼
（

州
ニ
得
御
意
事
、
多
々

候
キ
、
そ
れ
よ
り
關
右
京
亮
殿
に
て
御
祝
重
疊
、
や
か
て
桑〔奈
カ
〕古へ
參
候
て
、
師
弟

子
と
も
に
打
立
候
、（
ア
キ
マ
ヽ
（　 

晩
か
た
山（同
國
（崎罷
著
候
、
明（十
二
日
カ
（

れ
ハ
や
か
て
海
藏
坊
・

降
圓
坊
酒
肴
種
々
、

次（十
三
日
（
之
日
、
修
善
寺
和
泉
坊
・
迄
給
坊
預
大
酒
候
、
穂（同
國
（村よ
り
成
部
大
夫
め
つ
ら
し
き

一
色
被
送
候
、
お
な
し
く
山
崎
衆
祝
越〔儀
カ
〕之酒
、
萬
藏
坊
・
降
圓
坊
・
田
中
殿
入
御

候
キ
、
宮（上
井
覺
兼
（

崎
よ
り
四
國
へ
の
書
信
・
進
物
、
以
前
田
與
介
殿
被
送
下
候
、

次（十
四
日
（
之
朝
、
修
善
寺
よ
り
松
露
被
送
候
、

次（十
五
日
（
之
日
、
八
幡
之
御
神
事
拜
見
候
、

次（十
六
日
（
之
日
、
不
動
寺
被
成
來
儀
候
、

次（十
七
日
（

之
日
、
庶
教
寺
被
成
光
臨
候
、

次（十
八
日
（
之
日
、
關
右
京
亮
殿
御
來
儀
、

次（十
九
日
（
之
日
、
船
ニ
荷
物
乘
申
候
、

廿
日
、
船
本
罷
出
、
出
船
之
談
合
申
候
へ
共
、
船
頭
申
留
候
、
は
や
〳
〵
敷
罷
出
候

舟
ハ
、
江（同
國
（田之

沖
よ
り
と
り
な
を
し
、
三
艘
と
も
に
内（同
國
（海之

や
う
に
か
け
を
と
し

候
、
我
も
出
船
申
さ
す
候
ハ
、
天
道
の
加
護
と
申
合
候
キ
、
俄
ニ
大
雨
風
、
お
そ

ろ
し
き
も
ん
ニ
候
、

次
之
日
、
江
田
の
伊
賀
坊
預
御
酒
候
、
終
日
海
藏
坊
種
々
雜
談
申
居
候
、
降
圓
坊
よ

り
旅
宿
へ
め
つ
ら
し
き
□
あ
つ
か
り
、

廿
二
日
、
穂
村
へ
罷
越
、
大
乘
さ
ま
〳
〵
の
物
か
た
り
共
申
暮
シ
候
、
罷
歸
□
備
中

守
殿
・
甲
斐
守
殿
御
尋
ニ
候
キ
、

次
之
日
、
濱
な
と
へ
罷
出
、
日
を
く
ら
し
、
く
つ
れ
は
を
の
御
月
待
候
て
、
夜
も
す

か
ら
雜
談
申
候
キ
、

廿
四
日
、
午
之
時
計
ニ
出
船
し
て
、
其
日
ハ
終
り〔日
カ
〕順風
に
任
せ
、
な
に
事
な
く
美（同
國
（々

湊
ま
て
罷
著
、
戌
之
時
計
、
俄
ニ
大
風
雨
出
來
、
舟
を
も
繋
留
す
、
黑
闇
に
細（同
國
（島

の
こ
と
く
走
出
候
、
方
角
を
と
り
う
し
な
い
ツ
ヽ
、
二
分
海
士
の
篝
火
の
影
を
見

付
□
□
を
取
な
を
し
、
又
妻
こ
ふ
鹿
の
聲
を
し
る
へ
に
か
ち
を
な
を
す
、
二
分
か

電
光
の
影
に
て
細
島
を
た
ゝ
し
、
一
之
鳥
時
分
、
漸
著
岸
申
候
、
上
野
安
房
介
殿

へ
旅
宿
を
定
申
候
、

次
之
日
、
城
内
へ
罷
上
候
、
終
日
滯
留
申
候
、

次
之
日
、
伊（井
尻
祐
貞
カ
（

州
被
來
越
、
懇
切
候
、
然
し
細
島
百
姓
中
八
人
預
樽
酒
候
、
就
中
南
禪

坊
・
對
馬
介
・
木
工
助
・
次
郞
相
越
候
、
於
觀
音
寺
雜
談
候
、
そ
れ
よ
り
日（同
國
（知屋

の
こ
と
く
罷
越
、
眞（同
國
（幸よ
り
の
客
人
と
終
夜
か
た
り
明
し
候
、

明
れ
ハ
、
出
雲
の
住
人
お
も
し
ろ
き
舞
樂
と
も
候
、
貴
賤
群
衆
無
計
候
、

次
之
日
、
草
乘
坊
來
越
、
預
御
酒
、

次
之
日
、
伊
州
御
來
越
候
、
於
觀
音
寺
、
出
雲
舞
終
日
見
物
申
、
扇
出
し
候
、
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次
之
日
、
島
田
老
名
中
と
酒
寄
合
申
候
、
な
く
さ
み
申
候
□
候
そ
れ
よ
り
、

神
無
月
朔
日
の
未
計
ニ
出
船
之
時
、
在
所
ニ
人
々
小
船
よ
り
乘
、
い
と
お
も
し
ろ
き

酒
宴
、
申
計
も
な
し
、
名
殘
の
丈
、
舟
漕
別
れ
、
さ
て
難
渡
を
渡
す
へ
き
舟
を
、

か（豐
後
（まへ
の
沖
よ
り
順
風
に
帆
を
上
、「
い
と
」
○
高
岡
町
史
上
巻
「
心

を
」
ニ
作
ル
、
下
同
ジ
、
澄
し
更
る
夜
の

浪
も
枕
を
柏（土
佐
（島、
こ〔小
間
目
カ
〕

は
（
同
國
（

め
の
前
に
て
夜
を
明
し
、

次（十
月
二
日
（

之
日
の
巳
之
時
に
、
音
に
聞
え
し
あ（同
國
（しす

り
の
御
崎
を
伏
拜
み
、
し
ハ
し
磯
間
に

船
を
留
め
、「
海
土
の
桑
町
之
」
○
「
海
士
の
業
の

み
」
ニ
作
ル
、　

賤
の
め
の
機
織
か
宿
と
は
見
へ
ね

と
も
、
ぬ（同
國
（

の
「
者
ら
ふ
」
○
「
と
い
へ

る
」
ニ
作
ル
、
所
に
一
夜
を
明
し
、
峰（以
下
、十
月
三
日
ノ
記
事
カ
（

の
橫
雲
と
も
ろ
共
に
、

か
り
ね
の
宿
を
立
別
れ
、
本
川
の
湊
口
よ
り
風
に
任
せ
て
行
程
に
、
名
に
し
お
ふ

都
の
名
に
ハ
替
け
る
、「
慶
か
せ
の
す
か
」
○
「
憂
世
の
さ
か
」
ニ
作
ル
、
土
佐
佐

賀
ト
山
城
嵯
峨
ヲ
掛
ケ
タ
ル
モ
ノ
カ
、
を
打
過
れ

は
、
あ
る
ひ
ハ
扁
舟
を
「
漾
し
」
○
「
棹
し
」

ニ
作
ル
、

、
沖
に
釣
を
た
る
ゝ
も
あ
り
、
或
ハ

□
〔
岩
〕頭
に
立
て
、
よ
せ
來
る
浪
に
竿
を
抛
り
し
者
も
あ
り
、
五
湖
の
春
水
に
ハ
あ
ら

ね
と
も
、
白
鴎
翅
を
な
ら
へ
つ
ゝ
、
滿
く
る
鹽
に
濱
「
淵
」
○
「
千
鳥
」
ニ
作
ル
、「
淵
」

ハ
「
鵆
」
ノ
誤
リ
カ
、　

の
立
行
聲
は
遠
さ
か
る
、
嶺
松
枝
を
つ
ら
ね
吹
く
る
風
の
音
□〔
つ
〕れ

、
引
人
ハ
な
け

れ
共
、
い
つ
れ
の
所〔緒
〕よ
り
し
ら
へ
初
け
ん
と
、
こ
と
さ
へ〔
ら
〕

た
く
ひ
そ
な
か
り
け

る
、「
雲
□
も
覧
こ
と
し
」
○
「
雲
海
の
流
こ

と
し
」
ニ
作
ル
、
、
東
天
も
日
暮
れ
ハ
、
し（同
國
（わの
里
に
そ

著
に
け
る
、

五（以
下
、十
月
四
日
ノ
記
事
カ
（

更
の
空
も
明
行
ハ
、
す
こ
し
沖
に
打
出
て
、
山
〳
〵
を
か
へ
り
見
れ
は
、
高
根
に

積
る
白
雪
ニ
、
富
士
の
氣
色
を
お
も
ひ
出
、
さ
て
ハ
爰
も
田
子
の
浦
か
と
う
た
か

ひ
け
る
、
夕
陽
に
色
を
あ
ら
そ
ふ
紅
葉
之
水
面
に
え
い
し
、
錦
を
洗
ふ
に
こ
と
な

ら
す
、
傳
へ
聞
昌〔蜀
江
〕江も
、
よ
所
に
ハ
あ
ら
し
と
思
ふ
計
な
り
、
漸
酉
之
時
分
、（同
國
（浦

戸
ニ
罷
著
候
、

五
日
に
ハ
、
浦
戸
の
政
所
磯
久
左イ兵
衞衞
門
へ
案
内
申
候
て
、
終
日
商
人
衆
と
雜
談
申
居

候
、

次
之
日
、
左
兵
衞
殿
方
爲
案
内
者
、
一
向
道
場
へ
罷
移
候
、

次
之
日
、
小
川
よ
り
談
合
衆
近
藤
乘
柏
齋
、
樽
酒
二
丁
□
持
候
、
池
勝〔掃
部
カ
〕
部
・
磯
久
同

前
ニ
賞
翫
候
、

八
日
に
ハ
、
藤（池
（介
殿
よ
り
以
小
船
被
送
候
之
條
、
靑
龍
寺
江
參
詣
申
、
歸
さ
ハ
陸
路

に
て
池
の
浦
の
觀
音
ニ
參
り
、
旅
中
の
祈
念
申
候
、

次
之
日
ハ
、
遠
鳥
寺
弘
縁
坊
と
語
暮
し
候
、

次
之
日
、
政
所
よ
り
乘
船
被
送
候
之
ま
ゝ
、
音
に
聞
得
し
吸
江
庵
直
〔
五
〕臺
山
參
詣
申
、

□
高
寺
と
申
坊
中
に
て
、
御
茶
湯
・
御
酒
、
種
々
無
申
計
候
、
十
日
の
く
れ
か

た
、
元（長
宗
我
部
（

親
さ
ま
被
成
御
歸
陣
候
、

十
一
日
、
晩
景
、
勝〔掃
部
カ
〕
部
頭
ま
て
以
使
者
（
ア
キ
マ
ヽ
（ 

し
り
の
御
意
趣
被
聞
、
内
場
へ
可
被

參
候
由
候
之
條
、
有
增
申
渡
し
候
、

十
二
日
、
池
藤
介
殿
被
誘
引
候
之
條
、
終
日
長（同
國
（濱へ
遊
山
ニ
罷
出
、
か
へ
る
さ
ハ
、

御（同
國
御
疊
瀨
（

疊
裏
よ
り
以
小
船
送
し
候
、

次
之
日
、
眞
幸
衆
と
語
暮
し
候
、
く
れ
か
た
江（親
賴
カ
（
村
殿
御
歸
陣
候
之
ま
ゝ
、
卽
刻
案
内

申
度
の
よ
し
、
政
所
ま
て
申
候
へ
共
、
口
能
か
ま
し
く
て
不
事
成
候
、

次
之
日
、
島
村
善
左
衞
門
と
申
薩
摩
問
合
よ
り
預
御
酒
候
、
同
敷
泉
長
坊
來
越
候
、

十
五
日
ニ
ハ
、
泉
長
坊
可
參
の
よ
し
候
之
ま
ゝ
、
不
及
辭
退
罷
出
、
終
日
宗
知
坊
・

兵
部
卿
・
唐
子
殿
雜
談
申
、
く
れ
か
た
罷
歸
候
、
然
ハ
や
か
て
江
村
殿
よ
り
泉
長

坊
・
孫（池
（五
郞
殿
を
以
、
三
河
院
之
儀
取
候
延
預
御
樽
二
丁
候
、
其
外
種
々
故
實
不

及
申
候
、
夜
入
候
て
、
内
場
よ
り
、
天〔元
親
カ
〕
觀
歸
陣
以
後
御
無
沙
汰
之
由
、
田
中
■
■

齋
承
候
、
拙
者
御
□
に
罷
出
候
、

次
之
朝
、
日
州
客
僧
衆
泉
長
坊
・
泉
草
坊
・
大
乘
坊
・
一
乘
坊
・
大
圓
坊
來
儀
候
、

京
都
之
儀
、
細
々
雜
談
申
候
、
夜
入
候
て
、
勝〔掃
部
カ
〕

部
殿
・
藤
介
殿
内
場
よ
り
被
罷
歸

候
、
就
夫
江
村
殿
、
藤
介
殿
宿
所
へ
入
御
候
、
拙
者
罷
出
候
處
、
種
々
會
尺
無
申

計
候
、

次
之
日
、
當
山
駈
出
之
客
僧
衆
と
雜
談
申
居
候
、
晩
か
た
、
池
孫
五
郞
殿
以
同
道
、

勝〔掃
部
カ
〕
部
殿
之
風
呂
入
申
候
、

十
八
日
、
早
朝
、
橫
山
隼
人
仕
〔
佑
カ
〕・
池
孫
五
郞
殿
爲
案
内
者
、
岡（同
國
（豐罷
越
候
、
小
宿
ハ
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源
溶
坊
ニ
被
仰
付
、
や
か
て
江
付
〔
村
〕殿

來
儀
候
ま
ゝ
、
元
親
隠
濱
〔
溪
〕寺

ま
て
之
御
出
に

て
、
被
成
見
參
候
、
小
宿
よ
り
の
案
内
に
ハ
前
之
兩
人
、
門
外
迄
江
村
殿
差
出
、

奏
者
に
て
候
、
夫
よ
り
元
親
沓
抜
ま
て
被
下
合
候
、
座
敷
ハ
同
前
ニ
罷
入
候
、
先

土
器
計
に
て
御
酒
上
候
、
可
罷
立
覺
悟
ニ
仕
候
之
處
ニ
、
又
盃
參
候
、
其
獻
に
て

肴
酌
參
候
へ
ハ
、
や
か
て
食
籠
、
次
之
篇
ニ
素
麪
、
次
ニ
松
茸
汁
、
次
ニ
く
き
や

う
、
夫
よ
り
盃
數
度
上
候
、
宮
仕
ハ
桑
名
彌（吉
成
カ
（
次
兵
衞
幷
福
富
新
三
郞
・
廣
瀨
七

郞
、
最
前
引
物
之
取
成
ハ
、
勝
兵
衞
幷
橫
山
他
三
人
被
渡
申
候
、
拙
子
か
手
火
矢

ハ
、
座
敷
ニ
參
り
候
て
後
ニ
、
江
村
殿
被
持
出
候
、
御
書
ハ
直
ニ
可
被
請
取
候
得

共
、
別
座
敷
ニ
罷
立
候
て
、
江
村
殿
ニ
渡
し
候
、
夜
ニ
入
候
て
、
江
村
殿
御
酒
樽

一
荷
、
種
々
取
持
差
身
御
出
候
、
元
親
よ
り
も
汁
色
二
端
・
御
酒
樽
一
荷
預
送

候
、
内
山
路
之
調
未
故
實
、

次
之
朝
、
於
小
宿
預
御
請
候
、
御
意
趣
之
返
答
相
尋
候
へ
ハ
、
指
合
之
儀
、
已
ニ
再

三
申
候
得
共
、
異
儀
不
承
候
、
や
か
て
西
之
坊
爲
案
内
者
、
成（同
國
（合と
申
山
家
ま
て

罷
立
候
、
元
親
御
乘
馬
、
中
間
二
人
被
引
せ
候
、

次
之
日
、
梁
浦
之
善
右
衞
門
之
本
へ
罷
著
候
、

次
之
日
、
立（同
國
（川之

神
兵
崎〔衞
尉
之
カ
〕

付
ニ
宿
所
へ
罷
越
候
、

廿
二
、
新（伊
豫
（宮ニ
被
著
候
節
、
小
宿
被
仰
付
、

次
之
日
、
路
次
被
送
三
人
ニ
て
蓑（讚
岐
（浦ま
て
被
見
送
候
、
晩
方
觀（同
國
（音寺
被
付
、
卽
案
内

申
候
へ
は
、
增
屋
利
右
衞
門
爲
引
付
、
常
福
寺
ニ
小
宿
申
候
、
や
か
て
御
樽
三

荷
・
米
一
俵
、
其
外
故
實
種
々
被
相
調
候
、

廿
八〔四
カ
〕日、
西
之
坊
被
成
歸
路
候
、

次
之
日
、
在
所
之
人
衆
と
雜
談
申
暮
し
候
、

次
之
日
、
依
雨
中
、
い
た
つ
ら
に
く
ら
し
候
、

廿
七
日
、
西
福
寺
・
利
右
衞
門
殿
・
新
名
典
兵
衞
尉
殿
三
に
ん
、
出
船
候
事
堅
被
仰

付
候
之
條
、
戌
新〔刻
カ
〕計出
船
申
候
、
夜
中
之
一
番
鳥
ニ
、
と（備
後
（もへ
罷
付
候
、

廿
八
日
に
ハ
、
乘
合
衆
・
水
主
祝
言
の
御
酒
寄
候
、
從
助（鞆
（安
送
ハ
無
御
座
候
條
、
荷

物
等
ハ
と
も
へ
詫〔託
カ
〕置、

身
す
か
ら
計
山（同
國
（田へ

參
上
申
候
、
一（昭
秀
（色殿

、
門
内
に
て
薩

摩
の
者
と
申
候
へ
ハ
、
や
か
て
布
施
治
部
少
輔
殿
被
出
合
、
内
儀
へ
被
御
通
候
、

卽
宮
島
備
前
守
殿
に
て
、
小
宿
之
儀
被
仰
付
候
、
次
へ
眞（昭
光
（木島
殿
へ
ハ
新
將
監
殿

江
被
差
遣
候
、
從
薩
摩
之
御
意
趣
被
相
增
、
以
宮
島
殿
被
聞
せ
度
之
由
候
之
條
、

申
渡
候
、

次
之
朝
、
早
々
と
も
へ
人
馬
被
遣
候
て
、
荷
物
取
よ
せ
申
候
、
同
敷
進
上
物
之
臺
、

作
せ
候
て
、
晩
景
眞
木
島
殿
・
一
色
殿
へ
進
上
物
、
御
意
趣
申
渡
候
、
内
々
入
魂

ハ
、
治
部
少
輔
殿
・
新
殿
・
宮
島
殿
、
殊
之
外
被
成
御
懇
切
候
、
裏
付
之
事
ハ
と

か
く
無
其
沙
汰
、
殿
文
字
之
事
、（
ア
キ
マ
ヽ
（ 

近（前
久
（衞殿
御
下
向
之
時
申
談
候
之
ハ
、
被

聞
召
候
、
此
子
細
ハ
申
調
候
、
御
書
ハ
一
色
殿
ニ
渡
申
候
、
御
太
刀
・
黃
金
ハ
新

殿
へ
渡
申
候
、
其
外
新
殿
・
宮
島
殿
兩
人
に
て
被
取
成
候
、
や
か
て
御
書
披
見
候

て
、
御
盃
上
候
、
御
汁
一
ツ
、
く
き
や
う
同
前
ニ
上
候
、
主
居
ハ
眞
木
島
殿
・
一

色
殿
・
布
施
殿
、
客
居
ハ
拙
者
一
人
、
御
酒
ハ
三
篇
、
其
内
ニ
ハ
一
色
殿
御
肴
御

ハ
さ
み
被
成
候
、

廿
〔
卅
〕日

ニ
ハ
、
爲
内
儀
、
源
殿
・
新
殿
來
入
候
、
其
外
布
施
殿
・
宮
島
殿
被
成
出
入
、

雜
談
申
候
、
晩
景
、
渡
邊
出
雲
守
殿
御
食
可
給
候
由
、
晩
景
、
城
内
罷
上
候
、
□

敷
學
院
・
雲
州
・
高
津
喜
駿
州
・
源
八
郞
殿
、
五
人
に
て
候
、
殊
之
外
馳
走
候
、

案
内
者
渡
邊
又
太
郞
殿
、

霜
月
朔
日
之
朝
、
一
色
殿
被
召
候
、
再
三
斟
酌
申
候
得
共
、
御
尋
可
有
之
子
細
候
、

祗
候
可
申
之
旨
、
重
而
承
候
條
、
遂
參
入
候
、
結
構
ニ
御
賞
用
ニ
候
、
座
敷
ハ
小

座
敷
、
眞
木
島
殿
・
一
色
殿
・
布
施
殿
、
四
人
に
て
候
、
御
雜
談
ニ
ハ
、
堺
舟
鞆

へ
著
岸
し
、
其
左
右
ニ
者
、
東
國
之
諸
軍
悉
柴（勝
家
（田先
と
し
て
、
近
江
迄
被
打
出

候
、
羽（羽
柴
秀
吉
（

筑
之
衆
も
京
都
近
邊
ニ
被
差
向
候
之
由
申
候
、
東
國
・
中
國
一
味
ニ
申

合
、
羽
筑
一
人
差
數
訖
、
此
儀
御
入
路〔洛
カ
〕も可
爲
進〔近
々
カ
〕
候
之
由
、
御
物
語
候
、
又
者
薩

摩
馬
之
事
、
日
州
鷹
之
事
、
弓
箭
之
事
、
御
物
語
候
、
暮
候
て
、
以
新
殿
、
今
度

薩
へ
爲
上
使
布
施
殿
御
下
向
之
時
、
被
仰
聞
候
、
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二
日
、
布
施
殿
と
雨
〔
内
カ
〕談

申
、
下
向
之
談
合
申
候
、
同
御
請
調
候
儀
、
申
入
候
、
御
意

趣
御
請
被
下
候
、
晩
景
、
以
新
殿
、
三
日
之
朝
御
酒
被
下
候
、
眞
木
島
殿
殊
之
外

御
懇
ニ
候
、

三
日
、
眞
木
島
殿
被
召
寄
候
、
座
敷
ハ
一
色
殿
・
布
施
殿
、
四
人
に
て
候
、
從
夫
出

雲
守
殿
被
送
候
條
、
鍋
田
之
廣
雲
寺
迄
罷
越
候
、

四
日
、
高（安
藝
（山ニ

罷
付
候
、
於
中
途
宗
右
衞
門
行
合
候
、
可
被
成
候
由
候
之
條
、
賴

入
、
卽
桂（景
種
（殿へ

申
入
候
、

次
之
日
、
從
城
内
賴
源
坊
爲
使
僧
、
從
遠
國
辛
身
〔
勞
カ
〕之
儀
承
候
、
酒
一
荷
・
米
二
俵
、

其
外
故
實
種
々
取
持
候
、
晩
景
、
龍
泉
院
に
て
桂
宮（景
種
（内と

の
へ
御
意
趣
、
御
書
・

進
物
渡
申
候
、

六
日
之
晩
景
、
■
〔
從
カ
〕高
山
御
酒
寄
合
候
、
座
敷
ハ
、
主
居
ハ
隆（小
早
川
隆
景
カ
（

・
平
坂
寺
・
春（井
上
（阿彌
、

客
居
ハ
拙
者
・
久
村
弓
左
衞
門
殿
、
罷
出
候
ヘ
ハ
、
や
か
て
御
食
、
其
後
土
器
に

て
點
心
、
酒
一
獻
ま
し
罷
立
候
、
隆
外
縁
ま
て
御
出
候
、

次
之
日
、
一
山
齋
終
日
雜
談
申
暮
し
候
、

八
日
、
從
丁〔亭
主
カ
〕

三
粥
、
一
山
齋
寄
合
候
、

九
日
、
從
小（隆
景
（早川
殿
以
桂
宮
内
殿
、
御
請
う
け
給
候
、
引
物
四
色
一
端
・
鳥
目
三
百

疋
被
送
候
、
や
か
て
廣
吉
迄
罷
立
候
、

次
之
日
、
吉（同
國
（田之
や
う
に
打
立
、
路
次
寒
風
、
せ
ん
方
も
な
く
候
、
五（露
月
（戒坊
案
内
申

人〔候
ヘ
ハ
カ
〕

ハ
、
三（同
國
（日市
三
郞
右
衞
門
へ
小
宿
之
儀
被
仰
付
候
、

十
一
日
、
早
朝
從
五
戒
坊
預
御
文
候
、
や
か
て
晩
景
、
興
源
寺
之
内
萬
福
院
へ
小
宿

被
仰
付
候
も〔衍
〕、

其
夜
、
長
沼
又（元
正
（四郞

殿
爲
御
使
者
、
五
戒
坊
与
被
成
同
道
候
、
大

樽
二
ツ
・
米
五
俵
・
折
二
ツ
・
燒
炭
四
ツ
・
薪
十
荷
・
代
三
貫
文
被
持
せ
候
、
深

更
ま
て
御
酒
重
々
賞
翫
申
事
候
、

次
之
日
、
從
國（元武

（士
殿
、
夕
食
可
有
御
振
舞
之
由
う
け
給
候
、
數
度
斟
酌
申
候
得
共
、

重
而
以
五
戒
坊
承
候
條
、
罷
出
候
、
種
々
珍
物
不
及
言
語
候
、
相
伴
ハ
五
戒
坊
・

國
士
殿
・
福
原
伊（就
良
カ
（
賀
守
・
内
藤
助
次
郞
、
此
人
衆
に
て
候
、
四
之
比
罷
立
候
、
依

雨
中
路
次
迷
惑
に
て
候
、

十
三
日
、
亭
主
坊
と
終
日
雜
談
申
、
日
中
之
比
、
本
寺
へ
案
内
之
事
候
、
種
々
御
會

尺
無
申
計
候
、
夜
入
候
て
、
蟇
海
寺
御
來
儀
候
、
御
酒
會
尺
申
候
、

十
四
日
、
早
朝
、
從
五
戒
坊
、
輝（毛
利
（元之
御
寄
調
儀
無
油
斷
之
旨
、
預
一
通
候
、
從
薩

州
巻
物
五
ツ
、
太
夫
殿
よ
り
巻
物
二
ツ
、
書
狀
相
添
進
入
申
候
、

次
之
日
、
五
戒
坊
來
儀
に
て
、
終
日
雜
談
無
限
候
、

十
六
日
、
濫
首
座
と
碁
勝
負
有
候
、

次
之
日
、
從
五
戒
坊
朝
神
事
、
殊
之
外
馳
走
ニ
候
、
く
れ
か
た
に
罷
歸
候
、

拾
八
日
、
五
戒
坊
・
國
士
殿
内
談
に
て
、
吉（元
春
（川殿

へ
之
書
狀
相
調
候
、
吉
川
殿
之
内

衆
森
脇
大（春
親
カ
（
藏
助
殿
と
以
談
合
、
事
成
候
、

次
之
晩
景
ハ
、
本
寺
よ
り
夕
食
、
霜
月

（
五
戒
坊
（同
前
、

廿
日
、
亭
坊
主
と
申
暮
し
候
、

廿
一
日
、
い
た
つ
ら
に
打
く
ら
し
候
、

廿
二
日
、
晩
景
、
蟇
海
寺
よ
り
夕
食
種
々
、

次
之
日
、
長
藏
殿
來
儀
、
雜
談
申
候
、

廿
四
日
、
い
た
つ
ら
に
打
く
ら
し
、
■
三
郞
殿
申
候
、

次
之
日
、
い
た
つ
ら
に
罷
居
候
、

廿
六
日
、
從
國
士
殿
、
三〔兵
カ
〕庫助
く〔使
カ
〕にて
、
明
日
可
致
登
城
之
由
う
け
給
候
、
長
藏
殿

來
儀
、
終
夜
雜
談
申
候
、
本
寺
よ
り
以
使
被
召
、
平
家
承
候
、

廿
七
日
、
早
朝
、
霜
月
よ
り
ひ
ね
り
に
て
、
登
城
ハ
廿
九
日
ニ
被
差
延
候〔脱
ア
ル
カ
〕

う
け
給

候
、
日
中
之
比
、
國
士
殿
・
霜
月
・
祇
園
坊
に
て
、
御
事
〔
書
カ
〕・

進
物
可
請
取
之
由
候

之
條
、
一
々
調
渡
申
候
、

廿
八
日
、
興
禪
寺
ニ
參
候
て
、
雜
談
申
候
處
、
國
士
殿
よ
り
預
使
者
、
晩
景
に
ハ
、

萬
福
院
以
同
役
、
風
呂
ニ
入
申
候
、

次
之
日
、
霜
月
よ
り
以
捻
、
登
城
之
儀
承
候
、
戌
時
計
、
輝
光
〔
元
〕乘
り
ニ
御
光
儀
候
、

案
内
に
て
、
霜
月
半
時
程
宿
療
〔
寮
〕ニ
被
召
置
候
、
盃
前
後
之
御
禮
、
國
士
に
て
兩
度

〔
司
、
下
同
ジ
〕

〔
沼
、
下
同
ジ
〕

〔
露
、
下
同
ジ
〕
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承
候
、
從
夫
罷
出
候
、
拙
者
腰
十
帳
ハ
、
國
士
被
取
成
候
、
や
か
て
座
敷
ニ
參

候
、
人
衆
ハ
、
吉
川
殿
・
赤
川
十（元房

カ
（郞右

〔
左
〕衞
門
殿
・
大
庭
宗（賢兼

（千
〔
分
〕入
道
・
露
月
、
ニ
以

〔
已
上
カ
〕

六
人
、
拾〔樣
カ
〕躰ハ
五
獻
組
、
湯
漬
に
て
殊
外
結
構
不
及
申
候
、

十
二
月
朔
日
、
露
月
公
ニ
罷
出
ル
、
朝
神
の〔事
カ
〕、從

夫
終
日
對
爐
邊
、
雜
談
申
く
ら
し
、

次
之
日
、
國
士
へ
爲
御
禮
、
巻
物
一
ツ
致
持
參
候
て
、
罷
出
候
、
日
中
頃
ハ
興
禪
寺

ニ
參
候
て
、
御
酒
・
茶
之
湯
不
及
申
候
、
三
日
之
朝
ハ
初
雪
、
殊
の
外
面
白
候
、

從
露
月
公
、
御
酒
・
勿
（
マ
ヽ
（飯

種
々
故
實
調
に
て
被
持
せ
候
、
長
老
樣
も
御
來
儀
に

て
、
雜
談
迄
候
、

次
之
日
、
吉
川
殿
よ
り
薩
州
へ
之
御
請
等
被
送
候
、
使
者
ハ
大
庭
孫
六
郞
、
拙
者

馬
・
太
刀
被
下
候
、
五
日
之
晩
景
、
布
施
殿
被
成
來
儀
、

六
日
、
朝
、
從
眞
木
島
殿
一
通
、
中
島
市
兵
衞
殿
に
て
國
士
へ
申
渡
候
、
晩
景
、
露

□
〔
月
〕薩

州
一
〔
へ
カ
〕之
御
請
被
相
調
候
、
外
□
布
施
殿
・
中
島
殿
御
酒
參
合
候
、

七
日
、
雪
中
治（布
施
（部殿
へ
宿
ニ
罷
出
候
、
殊
之
外
沈
醉
申
候
、
從
輝
元
樣
、
途
中
之
御

判
形
被
下
候
、
霜
月
被
成
入
魂
候
、

八
日
、
い
た
つ
ら
に
雜
談
申
く
ら
し
候
、

九
日
、
い
た
つ
ら
に
罷
居
候
、

十
日
、
露
月
へ
暇
乞
ニ
致
登
城
候
へ
ハ
、
晩
景
被
成
抑
留
、
布（布
施
治
部
少
輔
（

治
殿
同
前
ニ
夕
食
、

殊
之
外
沈
醉
申
候
、

十
一
日
之
朝
食
、
萬
福
院
之
振
舞
ニ
而
、
御
取
持
に
て
候
、
蟇
海
寺
入
御
、
ロ
キ〔
け
つ
カ
〕タ

か
た
ハ
風
呂
燒
申
候
て
、
布
施
殿
振
舞
申
候
、

次
之
日
、
布
治
殿
・
露
月
來
儀
候
之
條
、
く
れ
か
た
御
酒
參
會
候
、
日
中
頃
ハ
西
之

療
〔
寮
〕へ
罷
出
候
て
、
御
酒
賞
翫
候
、

十
三
日
、
種
々
祝
言
申
事
候
、
日
中
ノ
比
ハ
治
部
殿
へ
罷
出
、
御
酒
度
々
の
事
、
晩

ニ
ひ
ね
り
に
て
、
御
返
事
之
儀
承
候
、

次
之
日
、
い
た
つ
ら
に
罷
居
候
、

十
五
日
、
國
士
殿
・
露
月
に
て
御
返
事
承
候
、
御
馬
・
太
刀
給
候
、
御
趣
意
分
ハ
京

都
之
儀
共
、

次
之
日
、
ひ
き
み
堂
に
て
罷
居
候
、
送
馬
三
疋
被
仰
付
候
、

十
七
日
、
草（安
藝
（津へ
罷
付
、
兒
玉
周（就
方
（防殿
と
申
人
共
、
先
ハ
無
分
別
□
、
然
共
三
ケ
條

以
後
拙
者
致
登
城
候
へ
ハ
、
以
得
心
舟
渡
被
仰
付
候
、

十
八
日
、
午
時
ニ
出
船
申
候
、
乘
衆
ハ
内
藤
與
四
郞
殿
、
川
内
源
三
殿
、
小
三
郞
に

て
被
送
候
、
然
者
宮（同
國
（島へ
も
、
兒
玉
兵
部
殿
・
佐（佐
武
美
久
カ
（

竹
殿
へ
以
一
通
被〔脱
ア
ル
カ
〕

心
候
之
條
、

殊
之
外
懇
ニ
戻
（
マ
ヽ
（候

、

十
九
日
、
早
朝
、
辨
財
天
ニ
參
詣
申
、
下
向
道
之
祈
念
申
候
、
參
錢
ニ
銀
子
三
文

め
、
同
敷
鳥
目
百
文
、
從
兒
玉
兵
部
殿
預
樽
酒
候
、

廿
日
、
兵
船
二
そ
う
に
て
被
送
候
、
上
乘
衆
ハ
與
一
兵
衞
殿
、
以
上
兩
人
、
關
所
に

て
上
口
へ
御
祝
儀
之
衆
可
參
會
候
、
依
夫
手
火
矢
共
被
數
候
、
や
か
て
小（同
國
（方へ
罷

付
候
、
其
晩
ハ
せ（周
防
（き戸

へ
一
宿
申
候
、

次
之
日
、
ふ（同
國
（く川
へ
罷
付
候
、

廿
二
日
、
宮（同
國
（市へ
被
〔
罷
カ
〕付
、
や
か
て
天
滿
宮
へ
參
詣
申
、
下
向
之
祈
念
申
候
、

次
之
日
、
山（同
國
（口へ

罷
付
候
、
殊
之
外
寒
風
、
無
爲
方
候
、

廿
四
日
、
亭
主
案
内
者
、
國（就
信
（司殿

へ
罷
出
候
、
取
成
立
野
左
馬
助
殿
に
て
、
十
帖
持

參
申
候
、
同
敷
市（經
好
（川殿
へ
一
腰
金
覆
輪
、
又
十
帖
相
濟
申
候
、
取
成
ハ
江
頭
左
衞

門
殿
ニ
て
、
罷
歸
候
て
、
廿
四
日
祝
言
申
候
、

廿
五
日
、
町
中
へ
一
見
ニ
罷
出
候
、
彼
是
國
法
〔
淸
〕寺
・
香
積
寺
・
金
合〔鼇
カ
〕院參
り
申
候
、

罷
歸
候
へ
は
、
□
跡
市
川
殿
以
大
貳
殿
、
樽
二
ツ
・
米
一
俵
・
折
二
合
・
薪
二

荷
・
炭
一
荷
送
給
候
、
卽
御
酒
參
會
候
、

廿
六
日
、
い
た
つ
ら
に
語
く
ら
し
候
、

次
之
日
、
沈
醉
に
て
終
日
ひ
る
寢
申
候
、

廿
八
日
、
國
司
殿
よ
り
米
二
俵
・
樽
一
ツ
・
折
一
合
預
送
候
、
使
者
ハ
三
輪
新
右
衞

門
、

次
之
日
、
大
貳
殿
へ
禮
儀
罷
出
候
、
お
な
し
く
風
呂
ニ
參
候
、
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卅
日
之
朝
、
市
川
殿
・
國
司
殿
へ
歳
暮
之
禮
ニ
參
候
、
大
貳
殿
御
酒
あ
つ
か
り
候
、

夜
入
候
て
、
高
田
泉
州
へ
罷
出
、
殊
之
外
給
醉
候
、
年
之
夜
之
祝
儀
重
疊
候
、

天
正
十
一
年
正
月
朔
日
、
祝
儀
重
疊
、
く
れ
か
た
泉
州
江
罷
出
、
殊
之
外
沈
醉
申
候
、

二
日
、
寶〔法
〕泉
寺
一
見
ニ
罷
出
候
、
晩
景
、
泉
州
め
さ
れ
候
て
、
殊
之
外
大
酒
ニ
候
、

次
之
朝
、
あ
ま
り
〳
〵
寒
風
ニ
候
之
間
、
粥
調
に
て
、
高
田
殿
い
つ
れ
も
參
會
、
賞

翫
申
事
候
、
其
夜
、
廣
德
院
亭〔主
脱
カ
〕

坊
御
酒
被
振
舞
候
、
同
敷
吉
日
候
之
條
、
御
伊

勢
・
祇
園
、
午
之
時
計
首
途
申
候
、
や
か
て
市
川
殿
・
國
司
殿
へ
年
首
之
禮
儀
申

候
、

四
日
、
京
衆
な
と
御
供
に
て
、
湯（同
國
（田へ

被
出
湯
治
、
路
す
か
ら
御
酒
持
せ
候
て
、
殊

之
外
遊
山
仕
候
、
從
市
川
殿
、
年
頭
之
預
御
使
者
候
、
名
子〔字
カ
〕ハ梅
本
彌
四
郞
と
申

候
、
御
鏡
之
折
一
・
混
布
之
折
一
・
樽
一
相
調
被
下
候
、
夜
入
候
て
、
酒
宴
な
と

仕
候
、

五
日
、
市
川
殿
へ
暇
乞
參
候
、
同
送
奉
書
、
筑
紀〔肥
カ
〕之吹
擧
申
談
候
、
大
貳
殿
以
御
取

持
、
殊
之
外
馳
走
候
、
次
之
朝
、
從
市
川
殿
、
重
富
筋
二
郞
殿
返
札
ニ
御
太
刀
・

馬
代
二
百
疋
預
送
候
、
從
大
貳
殿
、
圓
藏
坊
被
遣
候
之
條
、
肥
前
著
之
儀
承
候
、

同
大
貳
殿
年
頭
之
御
禮
來
儀
候
、
樽
・
錢
廿
疋
あ
つ
か
り
候
、
あ
か
ね
小
袖
三

ツ
、
銀
子
廿
七
文
め
八
分
ニ
買
申
候
、
夜
入
候
へ
ハ
、
宿
中
ニ
客
衆
中
來
儀
候
、

殊
之
外
酒
宴
無
申
計
候
、

七
日
、
い
た
つ
ら
に
打
く
ら
し
候
、

次
之
日
、
山（長
門
（中迄

罷
立
候
、

十
日
、
長（同
國
（府へ

參
候
、
道
に
て
掃
部
殿
へ
や
と
申
候
、

次
之
日
、
以
亭
主
、
奉
行
迄
申
入
候
、
や
か
て
勝
間
田
大
炊
助
殿
へ
案
内
申
候
處
、

同
道
致
登
城
、
隆（内藤

（松
〔
春
〕被
成
見
參
候
、
や
か
て
吹
擧
被
相
調
候
、
拙
者
も
金
覆
輪
之

太
刀
・
十
帖
進
入
之
、
艮〔卽
カ
〕返札
給
候
、
馬
代
三
百
疋
、
く
れ
か
た
に
罷
歸
候
、

十
二
日
、
朝
、
以
亭
主
、
奉
書
之
儀
勝
大
ま
て
申
候
、
不
事
成
に
て
、
關
所
之
馬
を

や
と
い
罷
越
候
、
繩
田
主
計
之
以
取
成
、
小（豐
前
（倉舟
ニ
乘
申
候
、

次
之
日
、
香
〔
香

節春
岳隼

人へ
カ
〕罷

越
、
於〔土
師
カ
〕

師
殿
申
入
候
、

十
四
日
、
大（筑
前
（隈罷
越
、
案
内
申
候
、
然
ニ
從
秋（種
實
（月殿
以
守
田
、
意
趣
之
分
被
聞
せ
候
、

十
五
日
、
秋（同
國
（月へ

罷
越
、
子〔千
手
カ
〕

午
之
勘
兵
衞
殿
來
儀
、
被
爲
あ
ら
ま
し
被
尋
候
、

次
之
日
、
上
四
郞
殿
爲
使
者
一
通
、
又
意
趣
等
被
聞
せ
候
、

十
七
日
、
亭
主
と
い
た
つ
ら
に
打
く
ら
し
候
、

次
之
日
、
如
金
寺
へ
被
召
移
候
、
大
雪
無
申
計
候
、
上
四
郞
殿
中
道
之
談
合
ニ
、
大

熊
ニ
被
參
候
、

次
之
日
、
亭
主
坊
ニ
夕
食
よ
り
合
申
候
、

廿
日
、
以（
マ
ヽ
（牧

上
四
郞
殿
へ
尋
候
へ
ハ
、
老
見
〔
名
カ
〕中

談
合
に
て
可
有
來
儀
候
由
、
返
事
ニ

而
候
、

廿
一
日
、
徒
に
語
暮
申
候
、

廿
二
日
、
從
上
野
殿
以（
マ
ヽ
（於

梁（筑
後
（川へ
使
僧
之
由
被
越
候
、

廿
三
日
、
晩
か
た
月
待
の
支
度
申
候
、
夜
入
候
て
、
さ
ま
〳
〵
遊
覽
ニ
て
候
、

廿
四
日
、
公（足
利
義
昭
（

方
樣
へ
御
禮
之
事
共
、
諧（
マ
ヽ
（候
申
、
日
を
く
ら
し
候
、

廿
五
日
、
矢
島
兵
庫
助
殿
來
儀
に
て
、
判
題
見
せ
申
候
、
終
日
御
酒
雜
談
申
く
ら
し

候
、

廿
六
日
、
殊
之
外
大
雪
、
寒
風
一
段
之
迷
惑
ニ
候
、

廿
七
日
よ
り
打
つ
ゝ
き
大
雪
、
寒
風
無
申
計
候
、

次
之
日
、
矢
兵
殿
來
儀
ニ
て
、
さ
ま
〳
〵
雜
談
申
居
候
、

廿
九
日
、
大
酒
仕
候
、
終
日
ひ
る
ね
計
候
、

卅
日
よ
り
天
氣
も
晴
候
て
、
山
々
に
霞
見
へ
申
候
、

潤〔閏
〕正
月
一
日
、
矢
兵
殿
來
儀
ニ
て
、
終
日
雜
談
申
候
、
く
れ
か
た
上
四
郞
殿
來
儀
候

キ
、

二
日
、
朝
、
御
く〔鬮
〕し申
候
へ
ハ
、
を
り
申
さ
す
候
、
笑
止
に
て
候
、

次
之
日
、
矢
兵
殿
天
道
こ
ゝ
か
た
申
、
終〔日
脱
カ
〕

雜
談
申
候
、

四
日
、
矢
兵
來
儀
、
物
か
た
り
に
候
、
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次
之
日
、
以
使
者
、
上
田
殿
へ
申
候
へ
ハ
、
内
藤
殿
へ
音
信
の
や
う
被
仰
遣
候
、

六
日
、
大
雪
打
つ
ゝ
き
ハ
（
マ
ヽ
（、

御
山
へ
主
水
・
監
物
申
遣
候
、
兼
利
殿
來
儀
ニ
て
、

惟
々
雜
談
申
候
、

七
日
、
從
早
朝
、
役
行
者
の
看
經
、
其
外
諸
神
立
願
數
々
申
候
、
矢
兵
來
儀
ニ
て
、

語
暮
し
候
、

八
日
ハ
、
從
早
朝
鹽
斷
ニ
て
、
御
藥
師
ニ
祈
念
申
候
、
日
中
比
、
心
樹
院
參
候
て
、

御
壹
種
々
渡
シ
、
兵
庫
殿
へ
治（布
施
（部殿
御
出
候
之
條
、
御
供
申
候
、

次
之
日
、
寒
風
ニ
い
た
つ
ら
の
躰
、
無
申
計
候
、

十
一
日
、
心
樹
院
來
儀
候
、
雜
談
申
承
候
、
雨
中
、

十
二
日
、
鹽
斷
申
候
、

十
三
日
、
兼
利
殿
へ
罷
出
候
、

十
四
日
、
い
た
づ
ら
に
く
ら
し
申
候
、

十
五
日
、
朝
神
事
、
兼
利
殿
ニ
御
座
候
キ
、

次
之
日
、
朝
神
事
、
心
樹
院
に
て
候
キ
、
く
ま
か
た
四
郞
近〔兵
衞
カ
〕
持
殿
に
て
下
向
談
合
候
、

十
七
日
、
月
待
の
用
意
申
候
、

次
之
朝
、
兼
利
殿
以
深
江
佐
介
、
香
松
〔
春
カ
〕へ

御
越
う
け
給
候
、
向
後
懇
之
儀
さ
ま
〳
〵

ニ
候
、

十
八
日
之
晩
景
、
上
野
介
・
兵
衞
尉
、
夕
食
に
て
候
、

次
之
日
、
早
々
秋
月
罷
立
候
、
長
順
坊
案
内
者
被
下
に
て
、
乘
馬
二
疋
・
夫
五
人
、

や
か
て
筑
後
之
内
く
し
原
ニ
罷
付
候
、

次
之
日
、
は（筑
後
羽
犬
塚
（

い
つ
か
に
罷
付
候
、
部
明
神
宅
ニ
二
夜
泊
、

廿
二
日
、
午
之
時
計
、
從
梁
川
宮
田
兵
部
少
輔
に
て
、
祝
之
樽
五
ツ
・
鯉
一
懸
、
其

外
折
二
被
持
候
、
や
か
て
泰〔大
水
山
カ
〕

山
ま
て
打
立
候
、
石〔大
カ
〕水山
掃
部
助
殿
へ
二
夜
泊
申

候
、
從
家（龍
造
寺
家
晴
カ
（

治
樽
五
ツ
・
折
種
々
被
捧
候
、
終
夜
酒
、

廿
三
日
、
終
日
語
く
ら
し
、
や
か
て
月
待
さ
ま
〳
〵
亭
主
と
酒
宴
申
候
、

廿
八
〔
四
〕日
、
從
大（肥
後
大
津
山
（

水
山
ハ
、
松
下
左
近
殿
・
橫
田
善
兵
衞
尉
殿
、
其
外
卅
人
、
祝
に
て

□
〔
高
〕瀨

（
肥
後
（

ま
て
被
送
候
、
中
途
に
て
泊
〔
臼

間間
那野
カ
〕殿

酒
迎
之
由
う
け
付
て
、
か
く
れ
申
候

キ
、
や
か
て
高
瀨
ハ
永
德
寺
に
一
宿
申
、
馬
場
五
兵
衞
ハ
殊
之
外
馳
走
候
、

次
之
日
、
五
兵
衞
尉
殿
、
龍（隆
信
（造寺
之
番
衆
、
い
つ
れ
も
〳
〵
橫（同
國
（島迄
被
送
候
、
や
か

て
上（肥
後
小
天
カ
（

間
へ
罷
渡
候
、
種
々
六
ケ
敷
申
候
へ
共
、
申
分
に
て
著
舟
申
候
、

廿
六
日
、
上
間
之
人
田
尻
早
右
衞
門
以
馳
走
、
隈（肥
後
（本へ

被
送
候
、
久（城
（元

よ
り
同
名
外

記
殿
に
て
、
御
酒
・
食
籠
種
々
深
更
ま
て
酒
宴
申
候
、

廿
七
日
、
從
隈
本
、
人
衆
あ
ま
た
に
て
外（同
國
（城へ
被
送
候
、
や
か
て
禪〔驒
カ
、下
同
ジ
〕

州
（
加
悦
飛
驒
守
カ
（
よ
り
以
引

付
、
伊
津
之
志
摩
殿
へ
一
宿
申
候
、
亭
主
之
馳
走
、
無
申
計
候
、

廿
八
日
之
朝
食
、
從
禪
州
殊
之
外
馳
走
、
種
々
無
申
計
候
、
や
か
て
宇（同
國
（都ま
て
被
送

候
、
拙
者
も
本（甲
斐
守
（

郷
殿
・
北
殿
侶
閑
へ
罷
出
、
殊
之
外
大
酒
仕
候
、
夜
入
候
て
、
從

顯（名
和
（孝、
如
〔
加
〕悦
大
炊
助
殿
に
て
大
酒
取
持
候
、
殊
之
外
之
〔
會
〕尺
に
て
、
今
夜
入
候
て
、

本
郷
殿
來
儀
候
キ
、

次
之
早
朝
、大
炊
助
殿
へ
禮
儀
罷
出
候
、本
郷
殿
よ
り
送
衆
あ
ま
た
被
仰
付
□
□
八（同
國
（代

ま
て
參
り
候
、
本
田
野（親
貞
（州へ
申
入
候
、
林
泉
院
宿
申
候
、
上
使
へ
野
州
禮
儀
候
、

二
月
朔
日
、
朝
食
被
申
請
候
、
大
兩
ま
て
ニ
而
、
其
外
種
々
申
調
候
、
晩
食
ハ
從
林

泉
院
被
振
舞
候
、

二
日
、
吹
擧
相
調
に
て
、
舟
本
ま
て
被〔罷
カ
〕下候
、
案
内
者
ハ
宮
内
源
助
殿
に
て
候
、 

德（肥
後
德
淵
（

之
口
□
役
人
夕
食
被
下
候
、
殊
之
外
喧
嘩
、
見
物
候
キ
、

三
日
、
同
所
役
人
善
衞
門
朝
食
馳
走
申
候
、
や
か
て
出
船
仕
候
、
終
日
天
氣
よ
く
候

キ
、
舟
に
て
三
ケ
月
拜
シ
申
候
、
其
夜
水（肥
後
（俣ニ
一
宿
仕
候
、

次
之
朝
、
出
船
申
候
、
米（薩
摩
米
之
津
（

之
洲
江
午
時
計
罷
付
候
、
以
使
杉
之
城
へ
申
入
候
へ
共
、

御
繁
多
ニ
候
條
、
無
御
返
事
候
、

五
日
、
雨
中
ニ
候
へ
共
、
從
役
人
被
送
候
由
候
、
城
麓
へ
罷
出
候
、
市
來
加（家
諸
（賀守
殿

へ
罷
出
候
て
、
く
ハ
し
く
申
談
候
、
夜
入
候
て
、
從
義（島
津
（虎樣
以
梁
瀨
殿
、
翌
日
可

有
來
儀
候
由
、
被
仰
候
事
、

六
日
之
朝
、
從
雅
樂
助
殿
粥
振
舞
ニ
て
、
從
殿（島
津
義
虎
（

樣
朝
食
に
て
候
、
左〔座
カ
〕敷ハ
梁
瀨
備
前

〔
惠
利
、
下
同
ジ
〕
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守
殿
・
古
鹽〔垣
〕大

炊
兵
衞
殿
、
以
上
五
人
に
て
候
、
殊
之
外
大
酒
、
無
申
計
候
、

七
日
、
義
虎
御
來
儀
候
、
そ
れ
よ
り
小（薩
摩
（原ま
て
罷
立
候
、

次
之
日
、
於
高（同
國
（城、

知
識
因
幡
守
殿
内
水
に
て
酒
む
か
へ
、
殊
之
外
馳
走
候
、
そ
れ

よ
り
隈（同
國
（之城
ま
て
罷
越
候
、
從
地
頭
被
仰
付
候
由
候
、
長
濱
殿
被
成
馳
走
候
、

九
日
、
市（同
國
（來江
罷
越
、
中
村
與
介
へ
や
と
申
候
、
地
頭
よ
り
御
馳
走
候
、

次
之
日
、
松
本
寺
へ
罷
出
、
湯
な
と
ひ
か
せ
申
候
、
殊
之
外
會
尺
ニ
候
、

十
一
日
、
か（同
國
（こし

ま
罷
付
候
、
く
れ
か
た
忠（伊
集
院
（

棟
へ
申
入
、
卽
太（島
津
義
久
（

守
樣
、
以
本
田
刑（正
親
（部

少
輔
殿
御
禮
ニ
候
、

十
二
日
、
諸
方
へ
罷
出
、
く
れ
か
た
忠
棟
夕
食
被
下
候
、
座
敷
者
堀
池
太（宗
叱
（夫□

□
六

人
に
て
候
、

十
三
日
、
早
朝
、
出
仕
申
候
へ
と
も
、
と
か
く
申
さ
す
候
、
い
た
つ
ら
に
く
ら
し
候
、

十
四
日
、
い
た
つ
ら
に
く
ら
し
候
、

十
五
日
、
忠
棟
へ
罷
出
、
委
細
之
儀
申
候
、

十
六
日
、
從
御
内
御
注
進
候
て
、
對
面
候
、

十
□〔七
〕日

、
從
忠
棟
御
食
に
て
、
同
敷
本（本
田
正
親
（

刑
部
殿
へ
御
禮
候
、

十
八
日
、
御
諏
訪
・
稻
荷
へ
參
詣
申
、
立
願
成
就
申
候
、
終
日
寺
ニ
罷
出
、
な
く
さ

み
申
候
、

十
九
日
、
南
林
寺
へ
參
り
申
候
、
御
内
へ
出
仕
申
候
、
御
暇
申
と
存
候
、

廿
日
、
日
向
へ
罷
歸
候
、
夜
す
か
ら
上
使
と
御
酒
參
會
候
、

廿
一
日
、
早
朝
、
罷
立
候
、
御
馬
被
下
候
、

吉（安
藝
（田之

奉
行
□
□

兒
玉
三（元
良
（郞右
衞
門
尉
殿

國
士
右（元
武
（京亮
殿

栗〔粟
〕屋
右（元
勝
（京亮
殿

同（粟
屋
元
眞
（

名
掃
部
助
殿

桂
左（就
宣
（衞門
太
夫
殿
　
以
上
五
人
、

其
外
壹
舞
々
人
衆

堅
田
三（元
乘
（郞左
衞
門
殿

粟
屋
内（元
種
（藏亮〔允
〕殿

同（粟
屋
元
秀
（

名
惣
兵
衞
尉
殿

○
下
略
、
天
正
十
四
年
三
・
四
月
ノ
記
事
ニ
カ
ヽ
ル
、『
大
日

本
史
料
　
第
十
一
編
之
三
十
』
同
年
六
月
二
日
ノ
條
ニ
收
ム
、


